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〇開  議 

   午前９時開議 

◇議長（浅見武志君） ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                      ◇                   

〇日程第１ 一般質問 

◇議長（浅見武志君） 日程第１、一般質問を行います。 

 昨日に続き、順次発言を許します。 

 初めに、２番石内國雄議員の発言を許します。 

              〔２番 石内國雄君登壇〕 

◇２番（石内國雄君） 議席番号２番の石内國雄でございます。通告に従いまして質問をいたします。 

 「ボランティア・ポイント制度」の導入の促進についてということで、まず一番最初にお伺いいた

します。地域でのボランティア活動に取り組む高齢者の活動実績をポイント評価して、介護保険料金

等に充てることができる仕組みのボランティア・ポイント制度に、群馬県共通の制度を付加した群馬

はばたけポイントを群馬県は２４年度から取り入れたところでございます。この群馬はばたけポイン

トは、高齢者の介護予防と生きがいづくりを促進するとともに、元気な高齢者が地域の支え手として

活躍できるよう高齢者による社会貢献活動の促進を目的としたもので、大いに評価される制度と考え

ております。 

 群馬はばたけポイントの実施については、県と連携し、市町村等自治体が事業実施を行うことにな

っております。玉村町の群馬はばたけポイント導入実施等への具体的な取り組みはどうなっているか。 

 玉村町の群馬はばたけポイント実施の内容はどう考えているか。 

 玉村町の群馬はばたけポイント実施の時期はいつか。 

 玉村町のポイント交換メニューの内容はどうか、以上についてまずお伺いいたします。 

 ２番目の質問は、下水道の利用促進と受益者負担金についてお伺いいたします。公共下水道等に係

る下水道事業に要する費用の一部に充てるための負担金を公共下水道の排水地域内の土地の所有者に

賦課しているところでございます。負担金の賦課は、土地の面積をもとに計算されておりまして、処

理される排水量等は負担金の賦課には加味されない状況でございます。土地の使用状況や下水の使用、

土地の面積にギャップがありまして、下水道の本管につながないままでいる事業者もいると聞いてお

ります。せっかく下水道を建設してもつながない、利用しないといつまでたっても汚れた水が側溝や

農業用水路に流されたままになることになります。 

 町の環境衛生を守るための公共下水道事業であり、また費用の一部を充てるための負担金の収入が

図れなくなっていることについては、町の大きな損失と考えます。玉村町下水道事業の下水道受益者
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負担金の賦課及び徴収の猶予、減免、免除の取り扱いとその状況はどうなっておるでしょうか。 

 公共下水道の利用を促進するための対策はどう考えておるでしょうか、お伺いいたします。 

 ３番目の質問は、通学路の総点検についてお伺いいたします。４月の京都府亀岡市の通学路での大

きな交通事故など、全国で発生している通学路の事故を受け、国、県からも通学路の総点検が打ち出

されていますが、玉村町での通学路の総点検はどうなっておりますか。これ３人目でございますけれ

ども、さらにお伺いさせていただきたいと思います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） ２番石内國雄議員の質問にお答えいたします。 

 まず初めに、ボランティア・ポイント制度の導入の促進について問うにお答えいたします。一口に

ボランティア活動といっても、さまざまな形態がございます。活動内容も福祉、教育、環境、防犯、

災害支援などさまざまであり、活動している世代も子供から高齢者までと幅広い全世代と多岐にわた

っております。ボランティア活動に参加する人は、自由意思により参加し、活動を通じて本人の精神

的充足感につながるものであって、活動の結果の対価を事前に期待をして行われるものではありませ

ん。 

 今年度群馬県が実施する群馬はばたけポイント制度は、基本的には介護保険制度の枠組み内で行い、

高齢者の介護予防と生きがいづくりを促進させ、元気な高齢者が地域の支え手として活躍できるよう、

高齢者にとって社会貢献活動を促進することを目的としております。 

 当町といたしましても、今後ますます高齢化が進むことが予想されることから、高齢者の介護予防

と生きがいづくりを促進させる一つの選択肢として位置づけ、実施することはよいことであると考え

ております。しかし、既存の無償でのボランティア活動に参加されている方たちとの公平性、整合性

も検証していかなくてはならないと考えております。つきましては、県内の他の自治体の取り組み状

況など情報を収集するとともに、関係機関とこの問題点、今石内議員さんがいろいろ問題点を出して

いただきましたけれども、問題点がありますので、その課題等の洗い出しを行い、検討の結果、もし

実施できるとすれば実施をしていくということでしたいと思っております。実施方法や実施時期、ポ

イントの交換メニューなどの検討も今後あわせて行っていきたいと考えておりますので、ご理解をし

ていただきたいと思います。 

 続きまして、下水道の利用促進と受益者負担金についての質問にお答えいたします。下水道事業受

益者負担金は、公共下水道が整備された区域の土地所有者等、下水道事業により利益を受ける方に建

設費の一部を負担していただくものでございます。土地面積に応じ金額を決定しております。区域内

の土地は地目にかかわらず、また下水道への接続の有無にもかかわらず賦課対象となります。ただし、

利用状況等によっては徴収猶予や減免の特例措置を講じております。徴収猶予については、生活困窮
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や被災等により納付することができない場合や、田畑、雑種地などが対象となります。また、敷地が

広い場合、これは自己が居住する場合に限りますけれども、家計への負担を考慮し、５００平米を超

える部分について猶予を認めております。また、減免については公共の用に供する土地や地区公民館

など、公共性の高い利用の場合などが減免の対象となっているわけでございます。具体的な基準は規

則において定めていますが、区分により２５％から１００％の間で減免率を設けております。 

 次に、平成２３年度の受益者負担金の賦課状況についてご説明申し上げます。賦課件数は４０５件、

うち６１件、これは１５％になりますけれども、６１件が猶予対象となっており、この理由の内訳で

ございます。田畑が３４件、５００平米を超えているということでの猶予が１９件でございます。雑

種地が４件、生活困窮が１件、その他が３件となっております。また、減免については７件が対象と

なっており、理由の内訳は町の町有施設、町の施設が３件、地区公民館が２件、寺院が２件となって

おります。 

 次に、下水道の利用促進についてですが、工事前の地区説明会、町の広報、ホームページで随時下

水道への早期接続を呼びかけております。また、新たに整備区域となった地域に対し、下水道と浄化

槽の費用比較ができる資料を配付しております。この接続には、一時的でありますけれども、多額の

費用がかかりますので、この接続を見送る方もあるということは現実でございます。この配付した資

料では、下水道に接続したほうが中長期的には費用面では有利になる場合が多いことを町としては言

っているわけでございます。 

 この下水道事業は、多くの方に接続をしていただいて、それによって投資効果が出てくるというこ

とで、少人数の方が接続しただけでは投資効果が非常に少ないということでございますので、できる

だけ多くの人に接続をしていただきたいというのがこちらの方針でございますけれども、その接続に

よって河川などの大切な水資源を汚濁から守ることができると、ひいては下水道会計の経営の安定化

のためにも、接続率の向上は重要な施策と認識しております。いろんな場面で、この接続を呼びかけ

ていかなくてはならないと思いますし、また議員の皆さんにもぜひ地域で下水道が通りましたら、接

続をするように積極的にご指導していただきたいなと思っております。 

 次に、通学路の総点検でございます。これについては教育長のほうから答弁をさせていただきます。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君登壇〕 

◇教育長（新井道憲君） 通学路の総点検についてお答え申し上げます。きのうの答弁と重複する部

分が多々ありますが、よろしくお願いします。 

 京都府亀岡市で小学校の通学班に車が突っ込んだ事故、それから千葉県館山市でバスを待っている

小学生に車が突っ込んだ事故、さらには最近では伊勢崎市で自転車で登校中の生徒がトラックにはね

られる事故等、今年度に入ってから小中学生の痛ましい交通事故が起こっているところであります。

これらの事故を受け、国や県より通学路の点検が打ち出されましたが、玉村町教育委員会ではこれら
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の通知を待たず通学路の安全点検と交通安全指導の徹底を教育行政方針説明会、校園長会、通知等で

指示しました。 

 今回の緊急的な通学路点検の結果は文書で報告してもらうとともに、その対応については校園長会

で情報交換と協議を行いました。点検では、道幅が狭い、細い道の割に抜け道となっていて交通量が

多い、見通しが悪い、トラックの出入りが多い、スピードを出す車が多いなど、各学校で通学路の危

険箇所が改めて明らかになりました。これらの結果を踏まえ、ＰＴＡや区長と相談し、改善の要望を

まとめたり、地区別懇談会で子供の安全確保についてということを議題にしたりして、地域ぐるみで

子供を見守る体制を各学校で整えていただいているところであります。また、学校では交通安全教室

を開催したり、具体的に子供に危険箇所を示し注意を促すなど、交通安全指導を徹底してきていると

ころであります。 

 通学路の点検は、各学校の定める学校安全計画の中で定期的に行うようになっており、学校では通

学路点検の結果を自校の通学路の見直しや子供たちの交通安全指導、保護者や地域に情報提供して見

守り活動に生かしてもらったりしています。子供たちを取り巻く交通環境は、日々変化していくとと

らえております。今後も交通安全指導と安全確保の両面から、学校、家庭、地域が一体となって取り

組み、子供の安全と安心を確保していきたいと考えているところでございます。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） 自席から第２回目からの質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、最初のボランティア・ポイント制度の話なのですが、これは群馬県で取り入れて、各自治体

の状況が違うので、各自治体のほうから具体的に進めてくださいと、こういう手帳とか、そういうよ

うなものも群馬県のほうでつくって、共通したものを使うという形になっているわけですけれども、

今の町長のお話ですと、ボランティアというのは無償なので、そういうやっている方がいっぱいいる

から、そういう人と比べて、今度何かもらえるものがある人というのと何だか不公平だとか、公平感

に欠けるとか、そのような内容の発言で、このポイント制度の導入は積極的に取り入れるということ

よりも、玉村町は既にボランティアが充実しているから、取り入れることはちょっといつになるかわ

からないなと、こんなような言い方に聞こえて非常に残念、後ろ向きに聞こえました。 

 このボランティア制度というのは、ポイントを上げることが目的ではございません。人間いろんな

形で動くときに、ちょっとしたたばこ銭だとか、ちょっとしたあめ玉があると、非常に積極的に動く

のが人間でございます。そこで、これから特に高齢者の方が多くなっていったりとか、きのうの一般

質問等の中でありましたけれども、介護保険料の値上げのところがありました。そういうものを抑制

したり何かしていくという形のものと、生き生きとしたお年寄り、高齢者の方が介護保険の給付を受

けずに元気に暮らしていただきたいと、それが主眼のポイント制度でございます。このポイント制度

をやると、今まで、いわゆる介護についてもそういうボランティアのことについて、私はそこまでみ
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んなのためにというのはできないけれどもという方から、そういうポイントがもらえて動けるよとい

う形の方々が出て、よりうちに閉じこもるのではなくて、人のために、みんなのために、また将来的

には自分のためになるという制度であると私は考えておって、非常に評価しているわけでございます。 

 また、町長さんの回答の中で例えば社会福祉協議会の方とか、その中で参加している方で、無償で

ボランティアに参加している方が多くおられると、逆に言えば無償で参加されている方々にも、今ま

でのちょっとした志で申しわけないですけれども、このポイントの付与をしてあげられる、より活動

が積極的になる、そのように考えられないのでしょうか。このポイント制度を導入することによって、

お互いの支え合い、それから高齢者の方が生きがいを持って生きていけると、そこに主眼があるこの

ポイント制度についての、まずご認識を町長からお伺いしたいと思います。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 今石内議員さんから言われたのは、十分に理解できます。ただ、私が言った

のは、このポイント制度に対する後ろ向きというよりは、今まで無償でたくさんの方がボランティア

活動していただきましたので、ポイント制度がついてボランティア活動をするという、高齢者である

ということを差し引けばいいのですけれども、一般的には、一般に同等に見ますから、そういうもの

ができたときに、今までの人たちに対する扱い方というのですか、そういうものに対する整合性が、

ちょっとこれからまだ検討する余地があるのではないかなということを言ったわけでございまして、

高齢者のポイント活用に対する後ろ向きというとられ方ではなくて、それはそれで評価できると思い

ます。ただ、それと同時に今まで無償でたくさんの方がボランティア活動してくれていたということ

に対する評価というものを、もう少し考えなくてはいけないかなというのが私の考えでございました。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） 話はわかるのですけれども、何かちょっとしっくりこないです。 

 なぜそんなことを言いますかというと、まず群馬県のほうで出されたこの群馬はばたけポイントは、

いわゆる６０歳、もし参加する方の場合は６０歳以上という形がまずあって、それからその仕事に従

事するのが１時間に対して１ポイントという話になって、最高５，０００円ぐらいまでのものがもら

えるというようなことで、多くの６０歳以上の方がそういうものに参加して、介護施設だとか、いろ

んな形のところのボランティアに参加していただいて、自分にも返ってくると、こういうような感じ

のあれですけれども、今の町長のお話と、最終的に私がちょっと話をしたかったのは、地域によって

違うところがあるのですが、例えば愛知県の津島市では、これはもう既に５年ぐらいやっているとこ

ろですけれども、ここのところは、まず参加するのを６０歳から４０歳に下げるとか、この４０歳は

何かなと思ったら、介護保険料を払い始めるのが４０歳です。それから、新宿区のほうでは参加対象

者を１８歳まで下げているのです。先ほど町長の一番最初の回答の中に世代間という話がありました
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けれども、みんなで支えていくという中で、そのポイントをつけることによって、そういう気軽に参

加させていただくという中で、対象年齢を下げる。群馬県の群馬はばたけポイント自体は６０歳から

という形ですけれども、町でそれを受けて積極的に取り組めば、その６０歳から下がった年齢の方々

にも付与することはどうかとか、それから時間も、このポイントのやつで聞いて、最初にいいことだ

なと思った中でちょっとあれかなと思ったのは、１時間で１ポイントだったのです。今の玉村町の中

で従事している方のお話をちょっと聞いた中では、例えばお弁当を配ったりとか何かするような形の

場合には１時間はかからないけれども、３０分くらいかなというような、そうすると３０分で、もし

このはばたけポイントで１ポイントをもらえないときには、０．５ポイントもらえないのかねとか、

全然だめなのかねというようなことをちょっと言ってくれた人がいました。先ほどの愛知県の津島市

では３０分で１ポイントという話で、だから時間の、事業者、ボランティアをやる方にどれだけ対応

していこうかということの知恵を絞れば、１時間を３０分にしたり、６０歳を例えば４０歳にしたり、

２０歳にしたりすれば、今一生懸命ボランティアに従事している方々も該当するわけです。逆に玉村

町がそういうボランティアの人たちがいっぱいいるということであれば、そういうふうに拡大した玉

村町の独自のボランティアポイントへの働きかけをしたらいいのではないかなと、こう思うわけです。 

 群馬のはばたけポイントについては、あくまでも介護予防になっていますけれども、その介護予防

だけではなくてという先ほどの町長さんの話のように、防犯だとか、いろんな形のものも組み入れて、

そのボランティアする方をどんどん広げて、支え合う協働のまちづくりの玉村町ですから、それを積

極的に取り入れて拡大してやっていくのが町長の本来の理念ではないかと思うのですが、いかがです

か。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 下新田の長寿会の皆さんが、第１保育所の草刈りをしてくれているのです。

真夏の暑い日に、去年、おととし、３８度、３９度というときに、朝私が行きますと、あそこで汗び

っしょりかいて草刈りをしてくれていると、こういう人たちに、町としては今まで何もやっていなか

ったのです。もうやめたいという意見が出まして、なぜやめたいのだと言ったら、通る父兄が、父兄

って保護者です、子供の送り迎えする保護者が一言のあいさつもないと。あいさつないだけではない、

邪魔だと、車で来て邪魔だからどけというような顔をして通り過ぎていくと、あそこで、入り口で草

むしりをしていると通り過ぎていくと。もうとてもできないと、こんなつらい思いしながら、そんな

気持ちでいたのでは我々はとてもできないという話が来まして、保育所の幹部の方といろいろ話をし

たのですけれども、こういうボランティアを、やはり今石内議員が言ったように介護のポイントとい

うのをつけるとなれば、また気持ちはちょっと変わってくるかなと思います。そういうものもありま

すし、若い人がボランティアできるということは、ある意味においては非常に健康であって、健全で

あるということで、私はボランティアすること自体に生きがいを持てるのではないかなと。また、今
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度は高齢者の長寿会の皆さんがそういうことを大ごとしながらやっとやっているということになると、

これはただご苦労さんだけでは済まされないものがあるのではないかなと思います。そういう意味で

は、協働のまちづくりの中で、今言われたような形でボランティア活動してくれる高齢者の方がふえ

てくるということは、これからの高齢化社会の中では、これは健康増進にもつながりますし、一つの

コミュニティーにもつながるということを考えると、非常にいいことかなと。これは、玉村町の理念

とすれば、私の理念としてもそうですけれども、積極的に取り入れをしなくてはいけないかなという

のは、今の石内議員さんの話を聞きながら感じているわけでございますけれども、先ほど申したよう

に今までの方の部分もありますので、その辺をもう少し検証させていただきたいなと。これは、決し

て後ろ向きに考えているわけではありませんし、私とすればそのような形で高齢者の皆さんに何らか

の町としての対価ができれば、それはかえっていいことだとは思っております。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） 今後の検討とかというよりも、町長のほうのリーダーシップでやって、私の

理念はこうなのだから、その理念に沿ったこのポイント制度を使って拡大した、玉村町のすばらしい

施策を打ち上げてほしいなと思うのです。 

 やっぱり元気なお年寄りの方とかが玉村町にふえれば、玉村町は住みやすいよねというのがこれか

らの新しい人たちだけではなくて、そういう方もふえてくると思います。その中で、きのうの一般質

問の中でもありましたように介護保険料の値上げだとか、そういうような抑制効果もあるわけです。

介護認定審査する人が少なくもなるわけですし、そして実際に給付を受ける方も少なくなるわけです

から、財政的にも非常に安定されてきます。それから、玉村町のイメージとしても高齢者の健康増進

を図っている玉村町だなとか、それからいろんな方々が世代間を超えて支え合っている玉村町なのだ

なと、あそこは住みやすいよねという形に引き込めるポイント制度、使い方によってはなるのだと思

うのです。私がちょっとここで気になったのは、やっぱり今社会福祉協議会の方なんかでボランティ

アをやっている、無償の方がおられます。その方々は、６０歳を超えている方ではない方もいっぱい

されている、そういう方々には今度逆にアンバランスになってしまうのでというので、ちょっといろ

いろ検討をという話でありましたから、逆にそういうものを全部取り込んでしまうというやり方がい

いのかなと思うのです。 

 それから、町のほうのポイント交換のメニューという話の中でも一つ考えられる中では、いろんな

ものはあるかと思いますけれども、利用券とか、そういうのもあると思いますけれども、玉村町で取

り組んでいるプレミアム商品券ありますね、あれは２０％もうかりますよという、単純な話であれか

もしれませんけれども、商品券が多く出回ると、その町の中の商店の方々が潤うという話です。そう

すると、例えばこのポイント交換の中で玉村町のプレミアム商品券、いわゆるそういう商品券を商工

会等と協力し合って玉村町で発行すれば、例えばそれを交換してそれを使ってもらえるとなれば、玉
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村町の商工の方々も潤うと、そこにいろんなポイントをやって、これでね、あれでねと、こういうよ

うな形でどんどん、どんどん広がるものだと思いますので、高齢者の健康増進とか、保険料負担の実

質的な軽減にもなりますし、またそういうボランティアの方がいっぱいふえると介護現場での人手不

足の解消につながっていくと思うのです。その参加した一人一人が健康になっていくということにな

れば、介護予防の効果というのが絶大でありますので、いろんな面でボランティアポイントを大きく

推進することによって展開できるのではないかなと思いますので、ぜひ前向きに、積極的に、拡大的

に検討していただきたいと思いますけれども、また一言お願いします。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 石内議員さんの言われること、十分に理解できました。これについては、今

言われたとおり庁内で検討して、積極的な、前向きな検討をいたします。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） 笑い事ではなくて、本気に、積極的に、前向きにお願いします。笑いながら

だと、何かああ、ああという感じになってしまいますので、ぜひ玉村町の大きな発展のポイントにも

なるかと思いますので、一つのこういう事柄が起きたときに、県からはこうだけれども、うちの実情

はこうなので、なかなかねという発想ではなくて、そういうのができたらそれを利用して町のさらに

という形で、ぜひ積極的な取り組みをお願いしたいと思います。 

 続いて、２番目のほうの下水道の利用促進の話なのですが、ちょっと事実関係を確認させていただ

きたいのですけれども、条例等で見ますと、公告をしてから賦課をするという形になっていますけれ

ども、その辺のまず公告をして賦課するまでの時間的な流れとか、内容をちょっと教えていただきた

いと思いますけれども、課長のほうでお願いできますか。 

◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） 受益者負担金の関係でありますけれども、例えばことし工事が終了

します。翌年３月３１日に、受益者負担金の地区が発生しますということで告示をいたします。それ

に基づきまして、４月１日付にて所有者の方に申告書を郵送いたします。それには、所有者の確認及

び面積等を確認してもらいまして、上下水道課のほうに提出してもらいます。それに基づきまして、

負担金の決定通知及び納付書を６月上旬に郵送して、納めてもらう形になっております。 

 以上です。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） それで、この告示をしてから負担が決定するまでに２カ月ですか、かかると
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いうことですね。条例のほうを見ますと、猶予とか、そういうものについては告示してから、または

これ通知を受けた日ですか、通知を受けた日から１４日以内という形になっていますけれども、これ

の取り扱いは現実にはどうでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） 申告と同時に、猶予申請書を一緒に添付して郵送いたします。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） その猶予の関係でちょっとお伺いしたいのですけれども、先ほど町長のご回

答の中で、猶予について自己の宅地については５００平米というふうにお話しされたと思いますけれ

ども、これはあれでしょうか、自己の宅地で５００平米を超えた場合には猶予の対象になるというこ

とは、例えば個人で事業されている方とか、企業の方の場合には該当しないということでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） 基本的には一般住宅ということになっておりますけれども、一応そ

の会社等で申告書を送りますといろいろ相談が参ります。例えば面積が広いとか、かなり使っていな

い、駐車場とか、使用していないとかがありますので、それは、相談において猶予申請を出していた

だきまして、町長等の決裁をもらいまして猶予する形になっております。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） ちょっと私相談受けた方は、そこ聞き違えたのかどうかわからないですけれ

ども、個人、自己の宅地については５００平米というのありますけれども、これは営利を目的として

いない人の話なので、事業者とかいう形には残念ながら該当しないのですよねという窓口の話があっ

たらしいですけれども、それはよく詰めてみれば、条例のほうではあそこの、これは条例の１４条の

ところの別表がありますけれども、そこの条例読んでみますと、その自己のとか個人のとかというも

のは一個も入っていないので、当然今のお話のように具体的に相談受けていく中では、企業の方であ

っても内容をよく検査した上で、５００平米以上については猶予できるということの確認でよろしい

ですか。 

◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） はい、そのとおりです。一たん受益者負担金をかけてしまいますと、

５年間たちますと不納欠損になってしまいますので、その点を避けるということであります。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 
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              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） それから、原則的というか、流れの中では工事をして、翌年の３月３１日に

告示をして、４月の１日には申告書等の書類を発送して、６月にその申告書等に基づいて決定通知書

を出すという形なのですが、一番最初の質問のところでちょっと触れたところなのですけれども、つ

ながないままでいる事業者とか、つながないままでいる個人の方については、この賦課の関係はどう

いうような取り扱いとかになっていますでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） 下水道の工事が終了いたします。そうしますと、翌年度受益者負担

金がかかりますけれども、これは下水道に接続しないということになりますけれども、その工事が終

了した時点で、接続等にかかわらず受益者負担金は発生いたします。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） そうすると、発生はまずするわけですね。そうすると、つながないでいる方

に対しては、申告書は送ったけれども、申告書も出さない、戻ってこなかったりとか、つながないま

までいて、うちはちょっとお金もないしなかなか大変なのでという形の方の場合には、申告書を送っ

て、負担金の負担をしなければならないことは確定はするのだけれども、現実に通知を出すのは、つ

ながない人についても６月１日に出して、それで納付がなければ延滞だとか、そういうのもつくよう

な形とか、そういう形の賦課の方向でしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） はい、そのとおりでございます。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） そうですか、つながないと通知…… 

              〔「使用料」の声あり〕 

◇２番（石内國雄君） それ使用料…… 

                                         

◇議長（浅見武志君） 休憩いたします。 

   午前９時４１分休憩 

                                         

   午前９時４１分再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 
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◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） 受益者負担金は、つなぐ、つながないにかかわらず発生いたします

ので、郵送いたします。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） そうすると、通知書を発送すると。そうすると、それおれのところはつなが

っていないので、まだ払えないよといった場合には、再度督促とか、そういうのをしながらずっとや

っていくという形ですか。そうすると、負担金についてはつなぐ、つながないにかかわらずかかると、

そうするとそれについて例えば負担金を今までに、通知を出したけれども、払っていただけないとい

う方はおりませんですか、もしおられればどのぐらいの割合でおられますか。 

◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） 未納の方は、かなりの人数の方がおります。その方につきましては、

納付書の期限がありますので、期限によって１年に４回ですか、督促状等を出します。また、最後に

１年まとめて、このくらい滞納がありますということで通知を差し上げています。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） そうすると、その滞納のほうのことについては不納欠損の関係が出てくるか

と思うのですけれども、それはどういうような内容で取り扱っておりますか。 

◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） 不納欠損につきましては、５年経過したものについて毎年不納欠損

という形をとっております。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） 負担金についても同じ、そういう扱いということですね。そうすると、例え

ばうちはつないでいないのでということで、なかなか渋っておられる方がいたときに、先ほどどのぐ

らいの数かわかりませんけれども、かなりおられるという話でしたので、それは５年たつと不納欠損、

そんなことはないですよね。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 休憩いたします。 
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   午前９時４３分休憩 

                                         

   午前９時４６分再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） 受益者負担金の関係でありますけれども、５年たつと不納欠損にな

ってしまいますけれども、その前にいろいろ電話等で督促をしたり、納付をお願いしております。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） 今のだとちょっとぴんと来ないですけれども、お願いしたけれども、５年た

ったら不納欠損してしまうというふうにもとれてしまうので、例えば徴収の話でいくと、時効を成立

させるか、時効を成立させないようにするためには時効の中断をするような手続をとると、それが督

促とか、そういう形になるのですけれども、それをやっていないという意味で言ってしまったのです

か。そうではないと思うのですけれども、どうなのでしょう。だから、要するに時効の中断をしない

でいたときには、５年たつと時効が成立するので、そういうものについては不納欠損とか、そういう

処理をすると。だけれども、財政のこととか皆さんに公平の関係等があるから、そういう場合は一応

その努力をするので、ただお願いするのではなくて、書類的な督促をするとかで、そういうので一た

ん中断したり何かして、単に５年たったらという形にはしていないと思うのですけれども、そういう

とらえ方でいいのでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） そのとおりであります。いろいろと電話等、督促を再三、年間を通

して行っております。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） 不納欠損に上げるのは、どちらかというと受益者負担金ではなくて水道料金、

それも考え方は本当は同じですけれども、不納欠損というのをどんどん、どんどん出すというのは、

実際に負担している人がいっぱいいるわけですので、その人たちから見ると何なのだという話はあり

ますけれども、ずっと事務量の関係とか、そういうのがある中で総合的に判断して欠損するものはす

るのだと思いますけれども、またちょっと話は変わるのですけれども、この条例の６条の２項のとこ

ろに３年以後は課さないという条文があるのですけれども、これはどういう意味ですか、ちょっと説



－117－ 

明していただけますか。 

◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） ３年経過した以降につきましては、例えばことし工事が終了します。

そうすると来年３月３１日に告示をします。それに基づいて４月１日、申告書を送ります。この申告

書、何らかのミスでこの土地にＡの土地があります。これが、たまたま申告書の送付がありませんで

した。それで、４年たちますと分家とか何かで下水に接続申請が出てきた場合に、調べますとこの土

地は賦課されていないということで３年を経過した以降においては、この土地に対して受益者負担金

をかけられないということになります。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） そうすると、当初はもう当然かかる形になっているのだけれども、事務的な

ミスとか、そういうのでたまたま本人が納めるにも納める通知がなかったとか、届かなかったとか、

郵便事情もありますから、そういうのであったときに、つなげるときに３年を経過したときには、改

めてさかのぼってかけることはしませんよというようなお話でいいのですか。それで、納税の猶予の

ところを見てみますと、町長が定める期間だとかというものとか期間が定めてありまして、一たん猶

予はしても、その事情が変わったときには猶予の内容がなくなった旨の届けをしてもらって、それで

消滅したという通知を出して改めて賦課をするというようなことになっているかと思うのですが、こ

の辺のところはどんな内容のものなのでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） 例えばその土地が、また住宅等できるようになった場合、分家、何

か息子さんのおうちができることになります。そうすると猶予が解除されて、その猶予の土地が課税

されるということになります。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） その猶予については、一たん猶予申請して猶予しますと、例えば２０年たっ

た後に、今の話で、１０年でもいいですけれども、たった後に畑をつぶして転用して宅地になりまし

たといった場合ということでしょうか。 

              〔「よろしいですか」の声あり〕 

◇２番（石内國雄君） そういうことでいいのですね。 

◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 
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◇上下水道課長（原 幸弘君） はい、そのとおりです。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） そうすると、例えば今の話の中で、３年以降は賦課しないとの関係とか、も

う随分時間がたってしまって、一たん猶予したものについては解除しないでずっと残っている形にな

りますよね。それで、この間教えていただいた形でいくと、結構猶予をされているのが、もう６３年

ぐらいからずっとあって、金額的には猶予として載っているものだけでも１，０００万円を超える金

額が猶予されていると思うのですけれども、そういうものについては今の３年経過して賦課しないと

か、そういうもののほうにはずっといかないで残っている形になっているのですか、１０年経過した

ら、その分については猶予についても、例えば使用の目的が変わったときに、変わったとしても賦課

しないということにはなっていないということでよろしいのですよね。 

◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 

              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） 猶予がある土地につきまして、その土地の形態が変わった時点で受

益者負担金が発生いたします。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） そうすると、それは時効は関係ないという形ですね。ですから、用途が変わ

って宅地にすれば負担金が発生するので、それから納めていただくというような形になるかと思いま

す。 

 今私この質問をさせていただいたときに、まず何でこんな質問を始めたかという目的は、つながな

いままでいるという事業者がいるということが、一つの大きなポイントだったのです。つながないま

までいて、もし負担金等の収入がないのであれば、それは非常に町のほうとしても損失にもなること

だし、そもそも下水道の事業をしたときに、これは町の、いわゆる環境のためにやっていることです

ので、例えばつながないままでいる方が多くいれば、せっかくした施設が有効に使われないことと、

それから町の環境の改善が少しおくれてしまうという形なものですから、逆に言うと損して得をとっ

てでもいいからつないでもらって、負担金も払っていただいてというのはどうなのかなということで

質問させていただいたわけなのです。最初聞いていたときには負担金についても、ちょっと私の理解

の中では、つながないでいれば負担金の通知自体もおくれるのですよというようなちょっと認識をし

ていたのですが、それはそうではなくて、もう工事して翌年の６月にはつながない方についても負担

金については通知をして徴収をしていると、ごくまれに納めない方がいますよと、そういうような認

識で、まずよろしいですか。 

◇議長（浅見武志君） 上下水道課長。 
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              〔上下水道課長 原 幸弘君発言〕 

◇上下水道課長（原 幸弘君） はい、そのとおりでございます。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） 何かそこのニュアンスがちょっと違うような感じがしますので、よく確認し

ていただいてやっていただきたいなと思います。 

 それと、ちょっと質問みたいな形であったのが、これもイレギュラーだったと思いますけれども、

５００平米の取り扱いについて先ほど町長が最初の答弁のところでお話ししたように、自己の宅地と

いう言い方をされましたので、その自己の宅地という言い方からというのは、個人の方の宅地という

意味であって、事業者とか営利を目的としている事業だとか企業は外れますよというようなニュアン

スでした。実際に私が相談受けた方についても、そのような説明を受けたようです。これ行き違いか

どうかわかりませんが、そのようです。条例等を見ますと、自己とかそういうものは書いていなくて、

あくまでも宅地についてはと、宅地以外については減免で、免除でそもそも猶予する部分があります

し、それから宅地についても、先ほど敷地が大き過ぎるとかいうものについては、５００平米が限度

でやるという形になっています。ですが、実際には５００平米を限度という形で申請が出れば、

２４０円ですから十何万円ぐらいですか、それが限度になるかと思うのですが、それ以上の負担金を

多く支払った方もおるのではないかなと思われますので、その通知をする、申告書を出すときに、そ

の辺のところを丁寧に説明してあげて、無理な負担金を支払わないような形にして積極的につないで

いただいて、負担金もスムーズにお金が入ってくるような行政をぜひお願いしたいということで、こ

れは私の勝手な言い方かもしませんけれども、そういう形でぜひお願いしたいということで、この質

問については終わらせていただきたいと思います。 

 あと５分になってしまいまして、教育長のほうの話が何もできなくなってしまって申しわけないの

ですが、今町のほうとしては、ほかの町と比べて通学路については積極的に点検等取り組んでいると

いうことでございました。私のところに聞こえてきたのは、何かその取り組んでいる姿が見えないね

という話があったのです。実際には、例えば教育委員会が指導して、指導のもとに学校長とか、そう

いう形のものがいろいろな形で点検等を進めているということなのですけれども、なかなかそれが地

域のほうに行くと見えてこないという話が、まずありました。その中でちょっとあれだなと思ったの

が、通学路の危険箇所の情報についてなのです。これについてが、例えば教育委員会、または学校長

さんとかＰＴＡさんとかは共有している部分はあるのですが、それ以外、要するに直接かかわらない

方に関しては、そういうものをやって一生懸命町としては安全に対して積極的に取り組んでいますよ

というようなことが、特にこういう事故があったりなんかしたものですから、知りたいという格好、

安心したいという部分があるのかと思うのです。ですから、その危険箇所については子供がいれば直

接子供から聞けたりとか、いろいろあるのですけれども、やっぱり一般の住民の方からすると、その
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辺のところの情報が聞こえないということがあるので、ぜひ広報とか、学校のほうの便りなんかは出

ているかと思うのですが、そういうもので危険箇所の情報を積極的にもらえるような施策とか、そう

いうものをしていただきたいなと思います。 

 あと、危険なことでちょっと感じたのは、特に交差点です。学校のすぐそばで、交差点に子供たち

がとまっているわけです。とまっているときに、そのとまっている場所に危険を感じて、ちょっと危

ないなと思ったところがありました。それはどういうことかというと、交差点では車が動きます。自

転車が動きます。道路を渡りやすいところに子供たちは集まるのです。子供たちがそこに集まるとい

うことは、例えば電柱がそこにあると、電柱の影ではなくて、電柱の前なのです。今度の大きな事故

も、電柱にぶつかってくれて、子供たちがその後ろにいれば助かるとか、そういうようなところがあ

りますので、ちょっと細かいことですけれども、電柱だとか、それから自転車が通るとか、そこでい

つも交差してしまうとか、そういう部分があるので、結構細かいところに、交通ルールとか、そうい

うものとはまた別に、子供たちが集まっていくところ、そういうところについては注意が必要ではな

いかなというふうに思います。いずれにしても、そういうものは一般の方々も、そうなったときに危

ないよとかというふうに言ってくれるかと思うのですけれども、そういう箇所が明確になっていたり

とかすると、それがより積極的に話ができるかと思いますので、そういうような取り組みもぜひお願

いしたいと思うのですけれども、教育長さんのほうで一言お願いします。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君発言〕 

◇教育長（新井道憲君） ご指摘いただきました。１つは情報提供ということでございます。これは、

危険箇所、どちらかというと地域の方から情報提供いただきたいのが本音であります。学校等から地

域に情報提供は、学校だよりとか、そういうものを通しながら、回覧板、あるいは個別の配付という

形をとらせていただいてやっているところでございます。学校区ごとです。ですから、我々としても

いろいろな危険箇所を、それぞれ学校の教員、あるいはＰＴＡ等が調査して確認をし、それを安全マ

ップに載せているところで、それをもとに子供に安全指導しているわけです。ですから、そういうこ

とで情報提供させていただいているわけですが、逆にもっと危ないところがあるということであれば、

地域の方から情報提供いただきたいというのが本音でございます。 

 それから、もう一つの信号待ち等の待ちの状況をどうするかというものについては、やはり危険回

避という部分から考えていきますと、２つあると思うのです。１つは、やはりその危険箇所を何とか、

物的な環境を直していくという方法が１つです。もう一つは、自分の身は自分で守るという安全指導

を徹底していく、では信号待ちをしているときにどこで待っていたらいいのかということも含めて、

交通安全教室等を踏まえながら指導の徹底を図っていきたいと、今実際にそういうことでやっている

ところでございます。ご理解いただければありがたいと思います。 

◇議長（浅見武志君） ２番石内國雄議員。 



－121－ 

              〔２番 石内國雄君発言〕 

◇２番（石内國雄君） ちょうどぴったりぐらいの時間になりますけれども、ぜひ、私ちょっと思っ

たのは、教育委員会さん、学校、ＰＴＡ、一生懸命やっていただいているのだと思うのです。やっぱ

り道路とか、そういうのがかかわってきますので、生活環境安全課のほうもかかわってくるのだと思

います。町としては、通学路だけに限らず道路の安全とか、交通規制とか、そういうのも全部含めて

いろいろ総合的に検討したり、通学路の安全をみんなでやっていこうというような、ごく一部の方で

はなくて、みんなでやっていくようなやり方をぜひお願いして、質問を終わらせていただきます。 

 以上でございます。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 休憩いたします。午前１０時１５分に再開いたします。 

   午前１０時３分休憩 

                                         

   午前１０時１５分再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 次に、３番原幹雄議員の発言を許します。 

              〔３番 原幹雄議員登壇〕 

◇３番（原 幹雄君） ３番原幹雄でございます。議長の許可をいただきましたので、通告に従い一

般質問をさせていただきます。 

 本日は、以下の３点についてお尋ねいたします。ちょっと個人的な問題でございますけれども、何

か意外と風邪がはやっているようで、皆さんぜひご自愛いただいて、健康に留意されやっていただけ

ればと思います。そんなわけで、ちょっと私も声が風邪ぎみかなという気もしますので、お聞きづら

いかと思いますが、よろしくお願いします。それでは、始めます。 

 まず最初に、観光振興策についてお伺いいたします。私は、平成２４年度予算の特徴は、額はそん

なに大きくなかったかと思いますが、目玉として観光振興事業がのってきたというのが特徴かなとい

うふうに感じております。玉村ふるさと大使やマスコットキャラクター、それから観光ホームページ

などの事業が予定されていたと思いますが、その目的といいますか、そのねらいと現在の進捗状況が

どうなっているか、まずお伺いいたします。 

 また、一方花火大会とかふるさとまつり、産業祭などの事業についてはやはり集客力アップを図り、

町の活性化に資するような何か新しい工夫があるかどうかをお伺いいたします。 

 ２つ目ですが、大規模災害への対応力についてということです。最近のいろんな自然界の自然現象

の大規模化、それから人工施設、例えば工場だとかビルディングだとかの高度化、大規模化に伴う事

故が起きた場合、非常に複雑な事故、そしてかなり甚大な事故が発生することが懸念されます。した



－122－ 

がいまして、そういったことがもし起こった場合、今までのような機材や機器、あるいは設備、人員

では対応できないような大規模災害発生の懸念が増大しているというふうに感じています。そういっ

た中で、第一線で対応する消防署員等の安全を確保しながら、迅速に災害の拡大防止、沈静化に向け

た活動が図れるような新しい対策を町のレベルで結構でございますが、考えているか。また、群馬県

ではそういった大規模な災害、複雑な災害に対する対応が図れるような高度な機能を有するレスキュ

ー隊や化学消防隊などは、どの範囲というのですか、どのレベルで設置されているのかというのをお

聞きいたします。 

 それと３点目ですが、外国人子弟の教育についてということです。最近は、日常的に外国人と接す

るようになりましたが、日本語を十分に理解できないような子供たちが日本の小中学校に入学し、日

本語による教育をするのは大変な努力を要すると思いますが、町内の小中学校でどのくらいの人数の

対象者がいるのか、またそのような日本語を十分に理解できないような子供たちにどのような対応を

とっているのか、お伺いします。 

 また、民間ボランティア等の活用や先進地事例の研究、活用など、どのような対応をしているかに

ついてお伺いいたします。 

 以上で第１回目の質問を終わります。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） ３番原幹雄議員の質問にお答えいたします。 

 まず初めに、玉村ふるさと大使やマスコットキャラクター、観光ホームページのねらいと進捗状況

等についての質問にお答えします。観光振興策の進捗状況についてお答えします。今年度の観光事業

としまして、観光ホームページとマスコットキャラクターの製作を実施いたします。この事業は、双

方とも町の情報発信を強化し、全国へ玉村町をＰＲすることを目的とした事業でございます。 

 まず、ホームページの作成事業ですが、現在町のホームページ上には観光情報などを集約した情報

ページがありません。ホームページからさまざまな観光情報が収集しやすくするために、専用のペー

ジを開設いたします。昨年度は、基本的な情報ページの情報の階層など骨格的な部分を構築し、今年

度はさらに掲載する情報内容やリンクする情報ページなど、詳細な内容を検討しております。今年度

中には公開をする予定でございます。 

 次に、マスコットキャラクターについての進捗状況についてお答えいたします。町のＰＲを目的と

して、町の象徴ともなるマスコットキャラクターのデザインをことしの２月から３月まで公募いたし

ました。全国から１，１１４点の作品が寄せられました。その後、１次審査で選定された１１８点の

作品の中から、玉村町マスコットキャラクター選定委員会にて採用作品を選定いたしました。この選

定委員会では、県立女子大の美術の准教授であります高橋先生を座長にしまして、この委員会をつく

りました。登録商標の事前類似品調査を経て、原案のデザインが決定したところでございます。今後
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は、作者と諸権利の譲渡契約を交わした後、７月号の広報及びホームページにて、このキャラクター

のデザインを公開する予定でございます。と同時に、今度は町民の皆さん、今まで公募は全国に発信

したのですけれども、町民の皆さんにマスコットキャラクターの名前の募集をいたします。 

 次に、事業の集客力アップ、活性化に資する工夫などについてお答えいたします。今後玉村町への

集客力の強化には、まず欠かせないのが情報発信機能の強化や広告媒体などの有効活用であります。

町の宣伝をすることで、玉村町をまず知ってもらう、興味を持ってもらうきっかけづくりが必要と考

えております。玉村町特有のお祭りを初めとした歴史遺産の地域資源を初め、新たな観光資源なども

活用するに当たりまして、各メディアなどの広告媒体などで幅広くＰＲをすることで玉村町に来てい

ただくと、集客が図れると考えておると同時に、こういうことをしながら、まず子供たちが玉村町を

誇りに思える、そして玉村町に愛着を持ってもらうということも一つの大きなねらいでございます。

まずは、情報発信機能など町をＰＲする土台づくりから進めてまいりたいと考えております。 

 次に、大規模災害への対応力についての質問にお答えいたします。自然災害などにより大規模災害

の発生が懸念されるが、消防署員等の安全を確保し、災害の拡大防止などに新しい対策を考えている

かという質問でございます。玉村町は、伊勢崎市に消防事務を委託しておりますので、伊勢崎市消防

本部が中心になります。確認したところによりますと、大規模災害が発生した場合には近隣消防本部、

群馬県全域での消防相互応援協定を締結しております。今回の東日本大震災のような未曾有な大災害

には、全国緊急消防援助隊、警察の広域緊急援助隊、自衛隊などの災害出場体制も確立されておりま

す。災害規模に合わせた広域的な相互応援を受けられることが、すぐに可能となるということでござ

います。 

 また、緊急消防援助隊の応援体制については、東日本大震災における活動が高い評価を得ている一

方、今後発生が懸念される大規模地震発生時により一層効果的、効率的な応援活動が求められる可能

性が高いことから、今回の東日本大震災における活動検証を消防審議会により審議が行われ、明らか

になった課題については消防庁長官へ答申されておりますので、これらが改善されることにより、東

日本大震災より一層スムーズな応援活動が行えるようになると考えております。 

 では、群馬県内ではどのような機能を有するレスキュー隊や化学消防隊が配備されているかの質問

でございますけれども、県内には中核市等が配置する高度救助隊が前橋市、高崎市に配置をされてお

ります。伊勢崎市は人口１０万以上の地域となり、特別救助隊を配置する基準となっておりますが、

本年３月に伊勢崎市消防本部に救助工作車を更新いたしました。新しく購入したということでござい

ます。この車両でございますけれども、中核市等が配置する高度救助隊の基準に則した資機材を搭載

し、緊急救助活動にも備えておるということでございます。 

 また、伊勢崎市消防本部では平成２０年度から指揮隊を発足させ、災害現場での活動隊の統制、効

率的な運用、隊員が安全に活動できるようにしている訓練をしております。このように、伊勢崎市消

防本部もあらゆる災害に対応するための準備をしておりますので、当町としても地元にあります玉村
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消防署、そして消防団と協力をして伊勢崎消防本部との連携の中で災害に対処していくということで

ございます。 

 次に、外国人子弟の教育についての質問にお答えいたします。民間ボランティア等の活用の一つに、

玉村町国際交流協会が開催している日本語教室がございます。開催日時は、毎週金曜日の１９時３０分

から２１時まで、勤労者センターで開催をしております。ここでは、学習者の日本語能力そのものの

スキルアップはもとより、日本人との共生が図れるよう実生活に即した事柄についても会員がほぼマ

ンツーマンできめ細やかな教えをしております。また、外国人児童も保護者同伴であれば受け入れる

体制をとっておりますが、現在のところ子供たちの参加はございません。先日は、中央小学校の日本

人の児童及びその保護者を協会の日本語教室へ招き、会話や遊びを通して外国人学習者との交流を図

ったところでございます。また、逆に協会の会員さんが中央小学校で開催する日本語教室へ出向き授

業をお手伝いする例もあります。この件に関して詳しいことは、この後教育長のほうから外国人子弟

の教育についての学校教育についての回答をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君登壇〕 

◇教育長（新井道憲君） 外国籍子女の日本語教育についてお答え申し上げます。 

 現在玉村町では、４月現在６４５人の外国籍の方が住んでおります。そのうち４９人の子供が玉村

町の小中学校に就学しているところであります。この数は、小中学生が３，３４６人、その約１．５％

に当たります。今年度５月現在、教育委員会の把握しているところでは、４９人中、小学生１９人、

中学生３人が日本語能力が十分でなく、学習や学校生活に何らかの支障を来しているところで、通級

しているところであります。国別では、ペルー１名、ブラジル７名、それからフィリピン１１名、メ

キシコ３名の計２２名となっています。そのような子供たちに日本語を身につけさせ、学校生活に適

応できることを支援するために、玉村町では中央小学校に日本語教室を開設しております。 

 日本語教室には、県費負担教職員１名と、それからポルトガル語、スペイン語、英語、イタリア語、

フランス語が話せる町費の指導員１名の２名体制で指導に当たっているところであります。日本語教

室は、中央小学校の児童だけでなくて、玉村町すべての小中学校からの児童生徒を受け入れて、日本

語の指導が必要なすべての子供が通うことができるというふうになっています。まず、日本語教室で

は本人と保護者、それから日本語教室の先生２名、それから在籍校の担任との５者面談で、現在の子

供の状況、思いや願いを共有した上で目標を定め、その目標に応じて通う曜日や時間を決めて個別指

導に努めているところです。また、ここ２年間は芝根小学校で外国籍児童がふえております。そして、

日本語指導の必要性が高まっていますので、週に１回程度日本語教室の２名の先生が芝根小学校へ出

向いて指導しているところであります。入室の方法については、外国籍児童が学校教育課で就学の手

続をするとき子供の日本語の様子や母語などを聞き取り、必要であれば日本語教室を紹介します。そ
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れと同時に、就学先の学校と日本語教室に学校教育課で聞き取った結果を伝え情報を共有し、スムー

ズに入室できるように配慮しているところです。具体的な指導内容につきましては、日本語の習得や

生活の指導といった適応指導と、教科等の個別指導を中心に教育活動を行っているところです。それ

と同時に、自分の役割や他者とのかかわりを学ばせるような人間関係づくりも重視しているところで

す。そして、個に応じた指導をもとに自尊感情を高め、日本の社会に適応し、自己の将来の目標に向

かって前向きに頑張れるようになることを目標としています。 

 それから、外国籍の家庭は地域との接点がないため、地域の人を招待して地域交流会も行っていま

す。現在では、外国籍の家庭も地域の行事に参加するようになってきていると聞いています。さらに、

日本語教室担当の教諭は、昨年度から群大の教職大学院で外国人児童生徒教育について実践研究をし

ていて、その実践の場である日本語教室の取り組みは県内でも今高く評価されているところです。今

後も外国籍の子供は増加していくと考えられます。国籍がどこであろうと、すべての子供には学ぶ権

利があります。その学ぶ権利を保障し、子供たちが自分の力を伸ばし生き生きと活動できるように支

援していきたいと考え、今対応しているところであります。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） では、２回目以降になりましたので、自席からやらせていただきます。 

 まず、観光振興策についてですが、先ほどちょっと町長のお話の中でＰＲ基盤の整備という言葉が

あったのですが、ことしはそうしますと、そういった情報発信というのですか、そういったものの基

盤の整備を図る年というのですか、段階にあるという、そういう認識でよろしいのですか。 

◇議長（浅見武志君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 筑井俊光君発言〕 

◇経済産業課長（筑井俊光君） ホームページについては、今現在作成中というか、いろいろな情報

を集めている段階でして、今年度中には何とか観光のホームページですか、そちらのほうを開きたい

と考えています。ただし、マスコットキャラクターについては全協でも説明したのですが、今現在の

段階では契約者、相手との契約の段階でして、７月１日にはそのキャラクターがお目見えして、産業

祭ですか、そのときにはしっかり着ぐるみが登場できるような形でＰＲできるかなと考えております。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） ことしはＰＲというのですか、そういった情報発信、特に観光というのです

か、町の情報を発信する機能を整備するということですが、その次の段階としてはどのようなことを

考えていますか。 

◇議長（浅見武志君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 筑井俊光君発言〕 
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◇経済産業課長（筑井俊光君） このマスコットキャラクターができますと、例えばいろいろなイベ

ントがあります、町のイベント。例えばお祭りでも何でもいいのですが、そういうところにも出てい

くような形ができるかなと思います、ＰＲができるかなと。それとグッズですか、例えば携帯のスト

ラップとか、いろいろなものを開発して、それをもって全国にＰＲしていきたいなと考えております。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） ちょっと危惧というのですか、しているのは、要するに観光なのか、観光業

を振興したいと思っているのかというところなのです。観光というのは、どちらかというと我々がど

こかへ行ってみますよという、要するに来て、見てもらえればいいというのですが、観光業となると、

やはりお金を落としてもらわなければ観光業とは言えないと思うのです。ですから、その辺を目指し

ているのかどうか。また、それに対する施策をどんな手順で考えているのかというのをお尋ねしたい

のです。 

◇議長（浅見武志君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 筑井俊光君発言〕 

◇経済産業課長（筑井俊光君） 観光で今目玉なのが花火です。花火については、情報発信として例

えばこういう「じゃらん」なんかには、すごく大きくこちらに取り上げていただいています。それか

ら、県の雑誌ですか、こちらのほうにもこのような形ですごくＰＲ、情報発信はしております。それ

と、こちらのググっとぐんまですか、こちらのほうには玉村八幡宮も含めて、こういう形でＰＲして

おります。 

 将来的には、これはあくまで私の考え方なのですけれども、浅草なんて行くと人力車が走っていま

すよね、そういう感じのものも例えば八幡宮から歩ったりするような形で、観光ができるような人力

車ができればいいのかなという考えもありますし、また今玉村塾というのがありまして、れんがのと

ころがありますよね、そういうところの情報発信。また、酒蔵ジャズですか、そのコンサートしてい

ますので、そういうものを含めて、例えば観光のカレンダーみたいなのができればいいのかなと。そ

れとグルメマップですか、例えば玉村町はいろいろ、そば屋さんからラーメン屋さんからホルモン屋

さんから酒屋さんからいっぱいありますので、そういうものをグルメマップみたいにできて、それを

観光として持っていければいいのかとは考えています。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） いろんなやり方があるのだと思うのですが、やはりせっかく観光とするので

すから、ぜひ観光業を目指していただきたいということがあります。多分ＰＲをして、魅力を発信し

てお客様に来ていただいて、来ていただくと、やはりそこに何か商売をしようという方が必ず出てく

るだろうと、特に一番典型的なのは、自然に発生して町ができるというのは門前町ですよね、有名な
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神社仏閣の周りには、やはりそういったものが出てくるとかというのもありますので、ぜひその辺の

流れをつくっていただければと思います。 

 ちょっといろいろ個別に聞いていきたいのですが、ゆるキャラというのですか、マスコットキャラ

クターについては最近よく、なぜか上毛新聞でシリーズでやっているものですから、先にこっちに答

えられてしまったなという感じもしていますが、今の先ほどの話ですと募集は全国にかけたと、ただ

選定は町の中でやったということですが、この辺の発想として、選定委員会で例えば５つなりなんな

りに絞って、きのうかおとといか、総選挙があったのは。だから、そういうふうにやってみるとか、

そういう発想はなかったですか。 

◇議長（浅見武志君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 筑井俊光君発言〕 

◇経済産業課長（筑井俊光君） ご指摘の、この間ありました選定の感じのは、決まった方がほとん

ど選ばれている形であると思うのです。今回のマスコットキャラクターというのは、とりあえず全国

から公募をしたのですが、その中で玉村町に全然関係ないものという、例えば犬とか猫とかというデ

ザインもいっぱいありました。やはり玉村町にふさわしいものと言えば、例えばバラとかモクセイと

か竜とか、そういう形のものが玉村町には一番ふさわしいのかなという観点がありまして、そちらの

ほうを、要するに同じものを投票するのではなくて、それは難しいので、少し縮めて、それは観光プ

ロジェクトチームというのがありますので、そちらのほうでちょっと選定していただきまして、そこ

からまた今回の選定委員会のほうへ送ったような形にしております。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） やはり情報発信というか、もう一つはだんだん参加型というのですか、そう

いったことをできるだけ考えていったほうがいいのではないかなというふうな、これは私の個人的な

意見ですし、また特に観光なんていうのはかなり自由な発想で楽しく考えないと、大体うまくいかな

いというふうな感じはしています。 

 最近、これは余談というのですか、何人かの方に聞いているのですが、玉村町は標高が５７メート

ルから７２メートルの位置にあって、役場庁舎が６９．８７メートルのところにあるということなの

ですが、ああ、そうかと思ったのは、そうすると６３．４メートルの標高のところがあるなと、せっ

かく６３４という数字が全国で踊っているのだから、ＰＲするのであれば使ってもいいかなと。それ

で、本当に６３．４メートルの標高ってどこかなというので見ましたら、これインターネットでやっ

ていましたので、どうもうちのすぐ近くだったのです。それで思ったのは、おととし１２月に、皆さ

んの懐かしい風景というか、好きな風景というのをこの場でやらせていただいたのですが、そのとき

たしか町長が言ったのは、稲穂だか麦の穂が揺れて、そこに大きなコンバインで刈り入れるあの姿が

好きだというふうなお話をされていたのを思い出して、ああ、そうか、ではうちの前に例えば６３．４メ
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ートルの標高はここだよと、今高度計というのですか、あれがあるから割と簡単にここだよというの

は特定できます。そこに例えば６．３４メートルの展望台でもつくって、それで美しい田園風景と、

その刈り入れる風景が見られるよといって、入場料２００円ぐらい取ってやってもいいのではないか

なというふうにも思いました。だから、観光というのは多分そのくらいいいかげんという言い方はな

いですが、自由な発想でもっていかないと、なかなかいかないのかなというふうに思いますが、町長

いかがでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 観光というのは、今原議員さん言われたとおり観光業というのか観光屋さん

というのか、観光ですよね。私は、今まで玉村町で人を呼ぶということが非常に少なかったのではな

いかなと、その辺を玉村町の人たちが意識を変換して、人を町に呼び込もうということ、それには今

東毛広幹道やスマートインターができてきたということと、この玉村町にはもっともっと眠っている

魅力のあるものがあるのではないかなということで、いろいろ調べた中で、この観光ホームページを

立ち上げるということになったわけです。お祭りがある、その一番の最たるものが、花火という全国

のブランドになった花火大会が、この玉村町にあるということでございますし、どこへ行っても花火

の話をします、必ずわかっていますよね、玉村町の花火は行ったことありますよということで。そう

いうことで、観光で人を呼ぶ、人を呼ぶということは、経済的に見ればお金を落としてくれるという

ことになるのではないかなと、人を呼び込んでお金を落としてもらうと、これが町の経済の活性化に

つながっていくということでございますので、私の玉村町における観光というのは、そういう形から

人を呼ぶ、今まで呼んでいなかった人たちを呼び込もうというのが、この始まりではないかなと思っ

ています。その中で、玉村町に少しでも来てお金を落としていただければと。先日も、最近埼玉県熊

谷市周辺行きますと、玉村町というと、私はいつも行っていますと、ちょいちょい行っていますとい

う返事が来るという話を聞きました。なぜかといったら、それは玉村町に来ているのではなくて、コ

ストコへ来るために玉村町を通っているということだそうです。ですから、コストコというのがその

くらい集客力があって、なおかつその隣にある玉村町は、そこを通ってコストコに行っている人たち

がたくさんいるということがだんだんわかってきたわけです。これも、一つの観光として玉村町を売

り出す要素かなと思っていますし、通っている人たちが何かの形で玉村町にお金を落としていく、ち

ょっと寄ってお金を落としていこうということを考えていく、先ほど原議員さんが言った田園風景を

見せて２００円の入場料取るのも、この一つの方法かもわかりませんし、本来ならば関所でもつくっ

て通行料取りたいですけれども、そういうわけにはいきませんから、そうではなくて何か玉村町に寄

って、せっかくコストコ行ったのだから玉村町に寄ってあれを買ってこようとか、あれを見てこよう

というものがこれからつくれるとすれば、かなり玉村町の、私は経済の活性化につながってくるなと

考えておりますので、その辺を今後いろんな形で研究をしていきたいなと思っていますし、役場の中
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の若い人たちに観光プロジェクトというので、今どうやって観光で人を集めるかということを研究さ

せておりますし、そういうものが徐々に広がっていくとすると、それとまた商工会、いろんなＪＡと

かと連携をしながら、町の魅力を全国へ発信していくという形で、これがキャラクターができて、そ

ういうものが大いに利用できればと思っております。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） 今ちょうど町長のほうから若手のプロジェクトチームの話が出たのですが、

これは所管というか、はどこですか。 

◇議長（浅見武志君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 筑井俊光君発言〕 

◇経済産業課長（筑井俊光君） 経済産業課です。リーダー、サブリーダーがいまして、１６名弱の

メンバーがおります。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） その辺のプロジェクトは、かなり自由にさせているのですか、やっぱり何か

基準、例えば今度のキャラクターの選定には絡んでいますか。 

◇議長（浅見武志君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 筑井俊光君発言〕 

◇経済産業課長（筑井俊光君） 今まさにそのマスコットキャラクターに全力を注いでいまして、応

募があった時点からずっと夜遅くまで皆さん頑張って、仕事終わってから委員会ですか、そちらのほ

うへ来てやっております。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） それで、これ幾日だったですかね、上毛新聞の６日付の中で、ゆるキャラで

玉村町の話が出ていて、竜、バラ、モクセイといったものを題材にしたキャラクターというふうなイ

メージというのですか、要は玉村町のイメージを表現したようなキャラクターを募集したというふう

なことが出ておりますが、この応募の中で、例えばこういう見方があったか、魅力があったかといっ

たような、そういった分析はされていますか。 

◇議長（浅見武志君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 筑井俊光君発言〕 

◇経済産業課長（筑井俊光君） 全国から募集したものですから、地元の人は多分いろいろな、例え

ばバラとかモクセイとかと、そういうものについて例えば玉、そういうものについてはご存じだと思

うのですが、全国の人というのはなかなかそういう面はわからない面があったと思うのです。それを
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ホームページとかいろいろな検索をしながら皆さん発想してくれたのです。それが犬になったり猫に

なったりいろいろになっていると、例えば竜なら竜なのですけれども、竜にバラを着せたりとか、い

ろいろな発想が出ていました、デザインの中には。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） 済みません、そういうのでせっかくいろんなところの情報というのですか、

やっぱり情報が込められると思いますので、ぜひ分析をしていただいて、我々が気づかない魅力とい

ったものを研究していただければと思います。私これ前からというのですか、何かテレビで所さんの

ダーツの旅だったですかね、あれで例えば玉村町に来たときに、どんな紹介の仕方するのだろうなと

いうのが非常に興味があるのです。だから、やっぱりいろんなそういったものも情報ですので、ぜひ

よく分析をしていただければと思います。 

 それと、ちょっとことしはあれですか、例えば花火大会で新しく、何かさっき観光業はものを売ら

ないと業ではないという話をさせていただきましたが、その辺の対応は何か考えていますか。 

◇議長（浅見武志君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 筑井俊光君発言〕 

◇経済産業課長（筑井俊光君） 営農センターですか、あちらのほうで今回昭和村さんと山ノ内町の

人たちを招待します。そこで、そこの場所を借りて商工会も含めてＪＡの四季菜館ですか、そこも含

めて、そこで冷やしキュウリとか、あといろいろなものを売る予定であります。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） 長々とやりましたが、要するにいろんな発想を持っていただきたいというこ

とと、私の、こんなこと言うとちょっとずるい言い方かもしれませんが、やっぱり一つの提案でござ

います。絶対にこういうのでなければというのではなくて、やっぱりゆるキャラでもありますので、

頭を緩くしていただいて、いろんな発想で否定することなく考えていただければと思います。そんな

中で、ちょっと先ほどの話の中でふるさと大使の話が町長の中になかったかなという気もしますので、

こちらのほうはどんな状況ですか。 

◇議長（浅見武志君） 経営企画課長。 

              〔経営企画課長 金田邦夫君発言〕 

◇経営企画課長（金田邦夫君） ふるさと大使につきましては、この４月から町の広報でありますと

かホームページで今募集をかけている最中でございます。現在の状況なのですが、合計で９名の方に

大使として承諾をいただいております。内訳は、東京在住の方が３名、県内高崎市ですが、１名、町

内５名、計９名ということでございます。９名中、公募、いわゆる募集に応じてくれた方が４名と、

あとは何かの玉村町とのつながりの中で、事務局からお願いした方が残りの方でございます。 
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 その方々の特徴的なところを触れさせていただきますと、東京在住の方は大手の都市銀行にお勤め

の方でありますとか、観光庁にお勤めの方でありますとか、いずれも玉村町出身の方です。でありま

すとか、先日まちづくり玉村塾の主催で、酒蔵でジャズが行われました。そのときの演奏者でありま

す羽鳥さんですか、その方も東京在住なのですが、快くお引き受けいただいております。そのほか県

立女子大に現在在学中の４年生の方が、玉村町のために協力したいということの申し入れございまし

て、大使としてお願いしていく予定であります。今後なのですが、大使の方々と、いわゆる協働して

玉村町を売り出すというためにご尽力いただこうと思うのですが、具体的には例えば東京で行われる

イベントであれば、その東京在住の方にご協力いただいて一緒に手伝ってもらうとか、あとは玉村町

近辺で行われるイベントなどについては県内の方とかにお願いするとか、あとは考え方とすれば、私

は特に東京在住の方については、東京の個人事務所だと、よく大きい市なんかでは東京事務所という

のを大きく構えていますが、とても玉村町ではそこはできませんので、その方々にご協力いただいて、

玉村町の情報発信の場でもあるし、情報収集の場になるようなお願いを今後していきたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） 観光振興についてはこのくらいにいたしまして、その次の話、一つだけ確認

をしたいのですが、町では災害の規模に応じて、その手順というか、マニュアルというか、そういっ

たものは作成されておりますか。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） 町では、地域防災計画ということで、そちらを災害が起きたと

きのマニュアルということで準備をしております。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） その災害が起きたときというのは、災害の内容だとか規模だとかに応じてと

いうことではないのですか。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） 災害の規模ということで、今まではほとんど水害というのがメ

ーンに書かれておりました。３．１１の震災以降、県の防災計画等もやはり地震等も入ってきていま

す。そういうものをもとにして、町も見直しをしていくということでございます。今現在では災害対

策本部の設置基準だとか、そういうものについても検討させていただいています。 
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◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） 一つだけ、これはたしかかまどとかまを各地区に配ったというのですか、配

っているかと思いますが、こういう意見がありまして、いざというときに、配ったかまが何か２升だ

きだったので、これではとてもではないけれども、災害時の炊き出しには使えないと、その辺は聞い

ていますか。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） かまどとかまを配ったというのは、自主防災組織に対して町と

して災害時にいろんなもので、消耗品等については町から配付をさせてもらうということで、多分そ

の地域ではかまとなべというのですか、そこいらの要望があったのかなというふうに思いますが、そ

こで２升炊きのかまということで、小さ過ぎるというお話なのですが、そこら辺につきましてはちょ

っと私どももその話は聞いていませんので、地域からご要望があれば相談をさせていただいて、大き

いものも用意可能なものはしていきたいというふうに考えています。 

 よろしくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） 先ほどもちょっと話が出ましたけれども、一番想定されるのは洪水だという

ことであると、洪水は面積広いですから、いざとなってやったときにかなりの人数が一遍に避難して

くるだろうというふうな前提でいくと、やはりその辺も対応したものをどうせなら準備したほうがい

いだろうなというふうに思います。 

 また、回答の中で、町長からのお話の中で、やっぱりどうしても今の法律ですか、自治法か何かの

中に、消防は各自治体がやるというのですか、市町村単位でやるというふうなのがたしか書いてあっ

たと思いますが、そういったことでなかなかその範囲が広げられないのですが、多分もういろんな設

備なりなんなりは、そんなに一生の間に１回使うかどうかわからないような設備もしなければならな

いような状況に来ているので、その辺もやはりもうちょっと範囲を広げた対応を考えていったほうが

いいのではないかというふうに私は思いますが、いかがでしょう。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） 今現在、群馬県内には１１消防本部がございます。その消防本

部を県では統一をして、群馬県一本の消防本部化を目指すということで、今検討会が立ち上がってお

ります。これにつきましては、今研究段階ということで県のほうで、まず最初の調査段階というとこ

ろでございます。これから２６年、２７年に向けていろんな方策等が出てくるのかなというふうに思
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いますが、今現在では調査段階というところでございます。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） 特に災害については、今回の東日本の大震災を見て一番感じたのは、要はい

かに、もし地元の機能が残っているのであれば、地元が国だ、県だという、そういうところの指示を

待たずに、待っているといつまでたってもできないと、やるのであれば、もうどんどんやっていかな

ければだめだというのを感じていますので、その辺も含めた、ぜひ対応を考えていただければと思い

ます。 

 あと、外国人子弟の教育についてですが、いろいろ対応はなさっていらっしゃるようです。ただ、

先ほど教育長からのお話の中で、自分というのですか、自尊心をやはり大事にしているのだというお

話を聞きました。前に何かのときに聞いた記憶がありますが、まず相手を受け入れるという、相手の

文化を受け入れますよという態度がないと、その次に進まないのだよというふうなこともありました。

そんなので、逆に言うと私なんかは子供のころ、それこそ外人さん見ると、外人さん、外人さんとい

うふうに陰に隠れたり、後ろについて回ったりという経験があったと思いますが、今の子はもう日常

的にそういうふうに周りにいるので、やはりその辺の文化というのですか、そういったものについて

もうまく活用するような教育をぜひ図っていただければと思いますが、教育長、一言。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君発言〕 

◇教育長（新井道憲君） 一言で言えば、国籍を問わず、いかに共生していくかということに尽きる

のだろうと思います。やっぱりその基本は、お互い自分を知るということと、それから相手を理解す

ると、そして違いをお互いに認め合うと、そういうことを基盤にして、ともに生きていけるという力

がついてくるのではないかなというふうに思いますし、これはすべての教育の面で大事にしていかな

ければならないというふうに考えて、今やっていただいているところでございます。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） 以上で質問を終わります。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 休憩いたします。午前１１時２０分に再開いたします。 

   午前１１時５分休憩 

                                         

   午前１１時２０分再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 
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◇議長（浅見武志君） 次に、１３番宇津木治宣議員の発言を許します。 

              〔１３番 宇津木治宣君登壇〕 

◇１３番（宇津木治宣君） １３番宇津木治宣です。通告に従って質問をいたします。 

 まず、防災・安全のまちづくりをどう進めるのかについて質問をいたします。東日本大震災、原子

力発電等の事故を通して、改めて防災・安全のまちづくりをどう進めるか、これが問われていると思

います。それにこたえるため、住民に身近な地方自治体の果たす役割がますます重要なことは言うま

でもありません。今回の大震災を踏まえ、当町の防災まちづくりの現状と課題について質問をいたし

ます。思いついたまま質問を並べましたので、順序が余りよくないなというような感じですけれども、

当町においてどんな災害があるかということをイメージして、このこともある、このこともあるとい

うのを思いつきながら書きましたので、その辺ご了承いただきたいと思います。 

 まず、何といっても災害の予防を重点課題にということになろうかと思います。災害の発生を最小

限に抑え、被害の拡大を防止する安全のまちづくりについての基本的な考え方は、災害の発生を最小

限に抑え、被害の拡大を防止すること、これに尽きると思います。その観点から、玉村町における防

災についていろいろ気がついたことがありましたので、質問をいたします。 

 まず、昨年起こりましたゲリラ豪雨対策であります。あれほどの雨が降るというのは、私も長い経

験ではありませんでしたけれども、役場の前が長靴では歩けないような状況というのはだれが想像し

得たかというようなことですけれども、実際に各地域で被害がありましたけれども、これらの工事の

進捗、要するにそれに加え東毛広域幹線道路等で排水路の流れが変わると、それから住宅開発などで

水田が宅地になるということは水があふれやすくなるということで、両方相まって、水対策というの

は重要になっていると思います。先日も経済建設常任委員会でその辺は話を聞きましたけれども、改

めてお尋ねをいたします。 

 次に、いわゆる災害に備える住宅やライフライン、生命を維持する水道とか、いろいろなさまざま

な問題についてお尋ねをいたします。まず、避難場所に指定をされている公共施設、先日も飯塚公民

館の自主防災組織で、公民館に避難するのだよという話をしました。それら防災活動の一翼を担う、

例えば社会福祉協議会の施設の耐震状況、みんなを守る、そこから出動して守りに出かける、そのと

ころの耐震状況があやふやでは仕方ありません。各地域の公民館や防災活動を担う、そうした施設の

耐震状況はどのように確認をされているのか、お尋ねいたします。 

 次に、災害の中でも危険物、先日利根川の浄水場で水道から発がん性のある物質、ホルムアルデヒ

ドが国の基準を超える濃度で検出されたと、下流のほうの市町村では取水制限を直ちに行ったという

ことで、ただその中でも連絡がとれなかったから水道がとめられなかったと、こんなような自治体も

あったように新聞では報道されています。当町においては、もしそういう場合にいかなる対応で水道

をぴたっととめるのか、そういう手配、段取り、そのマニュアルというのができているのかどうか、

お尋ねをいたします。 
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 次に、地域防災計画とハザードマップであります。災害の発生について情報提供を行うのは、自治

体の責務であります。これらの運用状況についてお尋ねをいたします。 

 次に、防災の基本ですけれども、自助、自分で助ける、それから互いに助け合う、それから自治体

にお願いをする公助、それらがマッチして災害に強いまちづくりができると思いますけれども、その

自助との部分で自主防災組織の結成状況であります。先日飯塚地区において自主防災組織ができまし

た。消火班とか情報班とか、いろんな班をつくって、給食班、それらの役割を決めて、担当者を決め

て、こういう役割をということでできたわけですけれども、それらの結成状況はどうなっているので

しょうか、お尋ねをいたします。 

 次に、先ほど原議員からも質問がありましたけれども、最終的には被害が一部地域に、要するに玉

村町が大変な被害に遭ったということになると、玉村町周辺の自治体だけで持っている体制だけでは

対応がし切れない、これは東日本大震災でも明らかなとおりであります。玉村町は、ことしに入りま

して昭和村と防災協定を結んだわけですけれども、山ノ内町とも友好都市を結んでいます。それらを

踏まえて、もうちょっとやっぱりこの辺を、さまざまな体制を構築していく必要があるのではないか

と思います。専門家は、５つ要るのだと言っています。２つはわかったわけですけれども、もちろん

周辺の自治体は当然のことですけれども、それ以外の相互応援体制の構築状況、見通しについてお尋

ねをいたします。 

 それから、次に個人情報保護と支援のあり方についてお尋ねいたします。先日も自主防災組織でひ

とり暮らしのお年寄り等々、そのハンディキャップを持っておられる方々を、どうだれが避難をさせ

るのかという話が出ました。しかし、そういう人たちの一覧表とか名簿とか、そういうのがなかなか

個人情報のはざまで公開はしにくいと、それが公開して何か別なものに利用されたら大変な問題も起

こしかねないということで、災害の対応と個人情報とのはざまでいろいろ苦労しているというのが現

状だと思います。どのようなことについて町は考えておられるのか、お尋ねをいたします。 

 次に、教育長にお尋ねいたします。防災教育や学校の危機管理についてお尋ねいたします。まず第

１に、危機管理体制、危機管理マニュアルの策定状況についてお尋ねをいたします。何校かが、私ど

も議員のところにもこんなのができましたというのを目にしていますけれども、全部どんな状況にな

っているのか、お尋ねいたします。 

 それから、２番目に避難訓練の実施や学校参観などを利用した保護者への引き渡し訓練やメール送

信テストの実施など、避難訓練、さまざまな、要するに災害、それから犯罪に対しての対応策につい

てお尋ねをいたします。 

 次に、校舎の耐震化は終わっています。すべて学校は耐震化になりました。しかし、学校の中には

その耐震化にかかわらず危険な箇所が、大きな家具が倒れるとか、天井のちょっとしたところに危険

なものがあるとか、さまざまな細かいところで危険性は潜んでいるのではないでしょうか。そういう

のもやっぱり学校全体で一つ一つ検討し、一つ一つその問題に備えていくということが必要なのでは
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ないかということであります。 

 それから、災害が起こると避難をするわけですけれども、どこへどのように避難をするのか、そう

いう場所も、例えば利根川がはんらんしたらどこに逃げるのかとかという大まかな避難想定というの

もやっぱり必要になってくるのではないか、これは東日本大震災ではどこの小学校とか学校でも大変

な、これが明暗を分けることになりました。 

 それから、学校において地域住民との連携を強化し、相互理解を図り有事の際の協力体制について

です。しばらく前ですけれども、上陽小学校で避難訓練が行われました。私も見学というか、参加を

させていただきました。そうしましたらば、近くの農協の職員の方が黄色いヤッケを着て五、六人来

ました。聞きましたらば、上陽小学校で何か事件が起こったら、緊急にすぐ連絡していつでもいると。

農協は、要するに学校やっているころは大体いますから、五、六人の男の職員がいるということで、

連絡をするとすぐ駆けつけてくれることになっているのだと、そんなような連係プレーがありました。

学校だけでなく、地域ともやっぱりそういう形で守り合う体制が必要なのではないかと思います。 

 その次に、東日本大震災では学校施設が避難場所になったり、押し寄せる避難民の誘導や校庭での

車両整備に全教員が当たったというふうに報道されています。調べましたら、当町においてすべての

学校が避難場所の指定を受けているわけです。どんなときにどんな形で災害が起こるかは想像ができ

ませんけれども、やはり学校現場でのもしもの避難のときの心構えというのですか、体制というので

すか、そういうのも学校側でも多少の、こんなときはこんなことだというふうな理解をしていただい

ているのか、体制はどういうふうになっているのか、その辺についてお尋ねをいたします。 

 次に、児童や生徒に対しての防災教育ということで、これは一般論の話ですけれども、津波なんか

では、津波てんでんこということで子供に教えていますけれども、我々の玉村町ではどんな災害が来

るかわかりませんけれども、こんな災害にはこんなことを気をつけるという災害一般論の災害教育と

いうのはどのように進めておられるのか、お尋ねをいたします。 

 通学路の安全対策については、もう先般議員が、各人がお尋ねしましたので、これはさっき答えた

とおりで結構です。 

 それから、子ども見守り隊ということで、長寿会とかさまざまな団体に、ヤッケを着て午後３時と

いうか、３時ごろ下校タイムに子供を見守るというような活動で、私も時間があれば参加するように

していますけれども、これらの活動状況についてお尋ねいたします。 

 以上、１回目の質問といたします。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） １３番宇津木治宣議員の質問にお答えいたします。 

 町全体の防災・安全のまちづくりということで何項目かありますので、項目別にお答えしていきた

いと思います。災害による被害を最小限に抑え、被害の拡大を防止するということは、安全のまちづ
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くりを進める上で基本であります。災害は、いつ発生するかわかりません。そのために、町は総合計

画に示したとおり公共施設の耐震化や不燃化を図るとともに、公園や緑地の適正配置やライフライン

の強化、確保する仕組みなど、災害に強い都市づくりを計画的に進めていくことはもちろんでござい

ます。 

 さらに、災害時の混乱を回避するため、情報伝達や防災機材、災害用備蓄物資の充実や避難場所の

整備など、きめ細かい仕組みを整えてまいります。しかしながら、被害を最小限に食いとめるには、

自助、共助、公助それぞれが災害対応力を高め、連携することが大切だと言われております。こうし

たことから、自主防災組織の育成に努めるとともに、防災意識の啓発や防災知識の普及に努めるため、

防災訓練などを通して自助、共助、公助の連携を強化していきたいと考えております。 

 東毛広域幹線道路が完成しますので、それに対する排水路対策ということでございます。広域幹線

道路の水道庁舎から藤岡・大胡線までの区間は側道を利用して、暫定ではありますが開通をしており

ます。２４年度末までには、２車線で開通する運びになっております。また、斉田・上之手線につき

ましては用地買収を本年度集中的に実施しているところでございます。来年度からは、本格的な道路

工事に入れるよう鋭意努力をしてまいります。 

 さらに、雨水対策事業として現在は滝川を流末に持つ滝川左岸排水路の整備を行っております。こ

のことは、蛭堀と鯉沢から滝川への流出を早める計画になっており、排水量の流下能力を向上させる

ことで被害を解消していくと、軽減させるものであります。また、斉田・上之手線及び東毛広域幹線

道に設置する雨水滝３号幹線、これは玉村小学校と給食センターの間でございます。ボックスカルバ

ート３．５メートル、縦１．５メートルにおいては、総延長が１，２７０メートルとなっており、平

成２１年度から着手し、平成２７年度までの完成を目指して現在も着々と工事を実施しております。 

 次に、住宅やライフラインの耐震化についてお答えいたします。耐震化の状況についてですが、建

築基準法が改正され新耐震基準が適用されたのが、昭和５６年６月１日であります。また、平成７年

１２月２５日に耐震改修促進法が施行され、現在の新耐震基準を満たさない建築物について、積極的

に耐震診断や改修を進めることとされております。該当する学校の耐震化が進められ、昭和５６年以

前に建築された公共施設で避難場所に指定されているのは、第４保育所、勤労者センターでございま

す。それ以外の避難所は、耐震化の改修がすべて済んでおります。また、地区公民館については現在

３８公民館がありますが、新耐震基準が適用になった昭和５６年以前に建設されたものが１０カ所の

公民館であります。この１０カ所の公民館については、今後調査をして耐震化を強化していきたいと

思っております。 

 次に、危険物対策についてでございます。今回利根川水系の浄水場で水質基準を超える有害物質、

ホルムアルデヒドが検出された問題で、県央第二水道関係には影響がありませんでしたが、緊急時の

当町の体制は、県央第二水道事務所より平日は上下水道課、夜間、休日は担当課長のほうへ緊急連絡

先として連絡があるということになっております。同時に、ファクスにて連絡があり、担当課長が担
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当職員を招集する体制をとっております。今回のように水質問題が万一発生した場合は、県央第二水

道事務所において供給制限や供給停止、まずは第二水道事務所のほうでするということになっており

ますが、当町も浄水場内にて受水を停止できます。停止します。水質検査を依頼し、飲み水の安全を

確認しております。今回は、この県央第二水道事務所のほうからは、安全であるという連絡が入りま

した。 

 続きまして、地域防災計画とハザードマップの運用状況についての質問ですが、防災計画について

は昨年の東日本大震災後に、上位計画に当たる国や群馬県の計画が見直されました。群馬県の計画が

平成２４年１月に見直されたことを受け、県の見直しとの整合性を持たせるため、町の計画の見直し

を行っているところでございます。今後、関係機関と協議しながら運用していきたいと考えておりま

す。 

 洪水ハザードマップについては、平成２１年１０月に町内全戸に配布をし、防災計画や出前講座な

どで活用しておりますが、毎戸配布から３年が経過したこともありますので、広報やホームページな

どを利用して、住民の皆さんに再度周知をしていきたいと考えております。 

 次に、自主防災組織の結成状況についての質問でございます。４月１日現在で２５行政区のうち

１６地区で結成され、その組織率は７８．３％となっております。自助、共助、公助の連携強化につ

いて先ほど触れましたが、共助の部分での中心的な役割を果たすのが、自主防災組織であると考えて

おります。先日の区長会でも、組織結成についてお願いを申し上げました。また、組織された地区の

区長さんからは、活動について相談がありましたので、この活動の参考にしてもらいたいと先進地域

の事例集を区長さんに配付したところでございます。町としても防災訓練などの活動に支援を行い、

全地区で結成されるよう今呼びかけているところでございます。 

 次に、自治体連携についてでございます。ことしの賀詞交歓会において昭和村と友好交流協定を締

結し、協定に基づく玉村町及び昭和村友好交流協定に伴う応援細目が締結されました。内容は、これ

は応援ということです、救助及び応急復旧に必要な職員の派遣、食料、飲料水、生活必需品及び必要

な資機材の提供、被災者の受け入れ及び特に要請があった事項については、そこで判断をしていくと

いうことでございます。これが中心的な応援協定の細目でございます。また、昨年度から加入しまし

た北関東・新潟地域連携軸推進協議会では、協議会を結成する市町村の区域で災害が発生した場合、

構成市町村で相互に応援し、応急対策活動を行うため災害時における相互応援に関する要綱が定めら

れております。この協議会は、高崎市が議長をしております。新潟県が５市町、群馬県が本町を含め

て７市町、栃木県が５市町、茨城県が３市町の合計２０市町で構成されておりまして、いざというと

きにはこの交流市町がお互いに応援をするということでございます。先日の会議の中でも、茨城県の

市長のほうから３月１１日の東日本大震災には、この協議会に入っている市町から、いち早く応援体

制を組んで応援していただいたということで、感謝の言葉が出ておりました。そのときは、まだ玉村

町は入っておりませんでしたので、玉村町は関係なかったのですけれども、そのような状況で、今度
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は入りましたので、恐らくこの県の市町からは、いざというときには応援が来ると、我が町としても

この中の市町に何かあったときには、応援を出すということになると思います。 

 次に、個人情報保護と支援のあり方についてお答えいたします。近年個人情報保護に対する意識が

高まる中で、地域でのさまざまな情報把握が難しい状況となっております。今般地域で亡くなられた

ことに近隣の人々が気づかず、相当日数が経過してから発見させるという、これが今新しい言葉で孤

立死ということです。孤立死という大変痛ましい事案が発生をしております。厚生労働省からは、地

域において支援を必要とする者の把握のための関係部署、部局、機関との連携、連絡、連携体制の強

化を図るよう通達が出されました。 

 個人情報保護法においても、第１６条、利用目的による制限、２３条、第三者提供の制限で、人の

生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である

ときに該当する場合は、あらかじめ本人の同意を得なくても個人情報の利用、個人データの提供が可

能とされている旨、国によって確認をされています。これらを踏まえて、地域での見守り活動の担い

手である民生委員児童委員及び区長等に対して期待が高まっているということで、見守りネットワー

クの構築等を含め、情報共有化を促進する必要性が一層高まっていると考えております。 

 町では、毎年９月に民生委員児童委員を通して要支援者等の調査を実施し、災害時要支援者情報の

把握に努めております。また、４月にそれらの調査結果に基づいた資料を区長会に提供し、情報の共

有化を図っております。平成２３年度からは、ひとり暮らしの方を対象として安心カード事業を実施

し、民生委員、消防署、警察署とも連携をとりながら、緊急時に迅速な対応がとれる体制を図ってお

ります。また、各地区では地区ごとに自主防災組織を立ち上げているところもあり、自発的な動きが

出ていると考えています。地域の人たちの協力及び連携がより必要であると認識し、防災・安全まち

づくりを推進したいと思っておりますので、よろしくご協力をお願いしたいと思います。 

 ２番目の防災教育や学校の危機管理については、教育長のほうから答えさせていただきます。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君登壇〕 

◇教育長（新井道憲君） 防災教育や学校の危機管理についてお答え申し上げます。 

 まず初めに、学校における危機管理の基本ということでありますが、子供が家を出て家に帰るまで

の子供が出会うであろうすべての出来事を想定し、それにどう適切に対応するかということだととら

えているところであります。その範囲は、災害、事故、犯罪、感染症、問題行動だけでなくて、子供

たち一人一人の学力の保障も含めて学校生活の充実、さらには教職員の信用失墜行為の未然防止等も、

すべての面にわたっているというふうに認識しているところであります。その上で、子供や保護者に

安心と安全を保障し、信頼される学校となることが大切だと考えて、広い意味での危機管理意識の向

上に努めていただいているところであります。 

 まず、ご質問の危機管理マニュアルでございますが、全小中学校で策定されているところでありま
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す。教育委員会といたしましては、平成２３年７月に大規模地震が発生した場合の幼児児童生徒の預

かり等の対応及び震災時学校災害対策本部の設置についてを通知し、震度５弱以上の地震が発生した

場合は子供を帰宅させず預かること、地震の規模により職員を招集し、災害対策本部を設置すること

を示しました。さらに、ことしの１月には町の地域防災計画、県の学校災害対策マニュアル等を踏ま

えまして、玉村町危機管理マニュアル対応と作成の手引を作成し、各学校園に災害や学校事故等の基

本的な対応を示し、各学校園の危機管理マニュアルの参考とするように指示したところであります。

これらを受けて、各学校園では今まであったマニュアルを見直し、通信手段が使えない場合や大規模

な被害が出た場合など、東日本大震災の教訓を踏まえたものに改善を図ってきたところです。そして、

昨年度教頭主任会において各学校園の危機管理マニュアルや課題を持ち寄り、より実効性のあるもの

になるよう協議を重ねてきたところです。 

 次に、避難訓練の充実ということにつきましては、各学校では年間３回以上、多いところでは６回、

幼稚園では毎月１回程度避難訓練を実施しています。また、これ以外にも小学校では緊急時の集団下

校訓練等を実施しているところです。保護者への引き渡しにつきましては、あらかじめ引き渡す人を

決め学校園で把握しておいたり、その手順を保護者に周知したりして、その体制を整えているところ

です。緊急時連絡手段としては、小中学校には既に平成２０年度に子ども安全連絡網を整備し、幼稚

園でも今年度メール配信システムを整備しました。年度がかわるごとにテスト配信を行い、順調に運

用できているところです。災害は、いつ起こるか予測できません。避難訓練も教室での学習時だけで

なく、休み時間中や子供にも前もって知らせないで訓練を行うなど、各学校園でいろいろな場面設定

を工夫するなどして実施しているところであります。 

 次に、校舎内の安全、児童の待機場所の確保についてでございますが、東日本大震災では多くの学

校において天井材の落下など、非構造部材の被害が発生し、人的被害が生じた例があるなど、改めて

非構造部材の耐震化の重要性が認識されたところであります。各学校園においては、震災後即座に校

舎を初め体育館、プールといった学校施設、また校庭等の隅々まで点検を行い、異常箇所等の報告は

教育委員会になされました。緊急性のあるものについては早急な対応を行ったわけですが、待てるも

のについては震災後の６月補正にて対応させていただきました。また、その後においても各学校では

学校保健安全法に基づきまして、日ごろからの点検はもちろんのこと、毎月学校施設、設備等の安全

点検を実施しているところであり、教育委員会及び専門家による点検も実施済みであります。具体的

には、学校施設等の非構造部材における天井材や照明器具、窓ガラス、外壁や内壁、設備機器、テレ

ビなどの備品類、収納棚などの家具類、校舎の継ぎ目など、危険が想定される箇所等について普通教

室のほか、特別教室等も含めて点検を実施し、改善が必要な場合には速やかに対策を講じており、校

舎内の安全性や児童生徒の待機場所の確保についても配慮しているところであります。 

 次に、地域住民との連携、避難所の運営についてでございますが、子供の安全確保には地域の協力

が不可欠であると認識しているところであります。そのため、地区別懇談会や学校評議員会等、日ご
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ろから情報交換や安全に関する協議を通して、危機管理とその対応について協力体制を構築するよう

に努めているところです。特に避難場所としての学校園については、子供がいる場合には子供の安全

確保が第一で、避難所の対応については地域の人々の力をかりざるを得ません。そういう意味からも、

ふだんから連携、協力体制を築いておくことが必要であると考えているところであります。 

 次に、子供たちへの防災教育についてでありますが、子供たちへの防災教育の基本は、子供たちが

危険を予測し、それを回避する能力を身につけることであります。そのためには、日ごろから安全へ

の意識や知識、そして技能を身につけさせ、緊急時、特に防犯、不審者、それから生活安全、転落や

遊具の事故、あるいはプールの事故、そして落雷、突風、熱中症、交通安全、災害、地震や風水害で

す。すべての面にわたって適切な判断ができるようにしなくてはならないというふうに考えておりま

す。そのために、学校園では学校安全計画に基づき災害時の身の安全の確保や安全マップづくり、あ

るいは交通安全教室、集団登下校訓練など、学級活動や総合的な学習の時間で学習を進め、教育活動

全体で安全教育を行っているところであります。 

 次に、通学路の安全対策、不審者対応についてでありますが、これは先ほどご回答させていただき

ましたので、省略させていただきます。なお、不審者につきましては複数人で下校するように指導し

たり、警察への通報の徹底、不審者情報を庁内の各機関で共有したりして、子供たちが被害に遭わな

いように万全を期しているところであります。また、１年生全員に防犯ホイッスルを配付したり、危

険を感じたときに逃げ込める子ども安全協力の家を設置したりして、万一の場合に備えています。 

 最後に、子ども見守り隊の活動につきましては、すべての小学校では地域に働きかけ、子供の登下

校時の見守り活動を行ってもらっているところであります。この活動によりまして、交通事故防止、

不審者からの子供を守り、安全に帰宅させる上で大きな成果を上げていると認識しているところであ

ります。子供の安全は、何よりも優先するべきものだととらえ、学校、家庭、地域、関係機関が一体

となって子供を見守る体制が徐々に充実してきているものと考えているところであります。これらの

日々の実践の積み重ねによりまして、玉村町の子供の健やかな成長が図られることになるというふう

に考えております。 

 よろしくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） 続いて、自席から質問を続けさせていただきます。 

 先ほど来、公共施設や地域公民館、防災活動を担う施設の耐震化ということで、１点社会福祉協議

会の施設の耐震状況について答弁が触れられていなかったのですが、あれは第１保育所跡地に古いま

んま社会福祉協議会がいるのですけれども、社会福祉協議会が果たしている防災に対しての役割は、

どんなものを期待しているのでしょうか、お尋ねをいたします。 

◇議長（浅見武志君） 健康福祉課長。 
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              〔健康福祉課長 小林 訓君発言〕 

◇健康福祉課長（小林 訓君） 社会福祉協議会での防災でございますが、社会福祉協議会におきま

しては、防災に関して防災ボランティアがおります。そういった中で、町といたしましても防災用の

用品、防災のための備品とか、そういったものを防災対策で今まで配備というか、そういう形で支援

をしております。 

 そういった中で、社会福祉協議会、職員がかなり、５０名ほどおります。そういった職員がいざと

いうときには中心になりまして、全員招集がかかった中で対応させていただいているわけなのですが、

地域の住民の方から、社会福祉協議会にそういったことで困ったことがあるとか、困っているとか、

そういった場合にはすぐ飛んでいって援助すると、そういったことを行っております。当然社会福祉

協議会の職員さんがよその市町村の災害時にも応援に行くこともありますし、そういった中でうちで

起きた場合にも、よそから応援もいただけるというようなこともあると思いますが、住民の安心、安

全のために、町でもちろんやるわけなのですが、社会福祉協議会と連携しまして、そういった要支援・

要援護者とか、そういったものに対しましての支援をしていただいているところでございます。 

 社会福祉協議会の耐震につきましては、先ほどのように第１保育所からの、もう５０年ぐらい経過

した建物でございまして、昨年できましたプレハブというか、新しい施設がありますが、そのくらい

が新しい施設ということで、耐震化には確かになっていないのが現状でございます。よろしくお願い

します。 

◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） 社会福祉協議会の皆さん、地域の状況に一番詳しくて、特に災害に弱い

立場の人たちの状況に一番密接なところにおられると、障害者、お年寄りや、例えばお弁当配りなん

かでもやっています。独居老人がどこにいるかというのは、そういう人たちが一番よく知っています

から、そういう力をぜひおかりしたいところで、先日も、二、三年前ですか、行方不明の方々の捜索

にも社会福祉協議会の職員の皆さんがぞろぞろ来て、何であれなのかなと言ったら、そういう行方不

明の探索をする係というのですか、役割を担っているのだと、改めて認識をしたわけです。 

 そこで、答弁の中には防災活動の一翼を担う社会福祉協議会の施設の耐震性について答弁がなかっ

たのですけれども、これ答えられなかったのでしょうか、それとも見逃したのでしょうか、それとも

あれはいいのだと、こういうことでしょうか、改めてお尋ねいたします。 

◇議長（浅見武志君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 小林 訓君発言〕 

◇健康福祉課長（小林 訓君） 大変ご質問につきまして失礼いたしました。見逃したわけではござ

いません。先ほど申し上げましたように耐震性は、かなり前からの建物なので、ちょっとできていな

いというふうな状況でございますので、見逃したわけではございません。申しわけございません。 
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◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） いや、申しわけないと謝られても困るので。結局災害が起こったときに、

助ける側というのですか、のところが助けられるほうになったのでは話にならないわけで、あそこの

建物ががたがたになってしまって、それでいるようでは全然だめなわけです。そこで、例えば東日本

大震災でも、公共施設のところがかなりやられました。丈夫な施設をつくればいいのだということで、

切りがなく上等なものをつくるわけにはいかないというのもありますけれども、いわゆる町の中の基

本的なものについては、相当なやっぱり認識をして、施設の耐震化というのを図っていかなくてはな

らないと思うのです。 

 私も監査委員のときに、社会福祉協議会の施設にお邪魔していろいろ話を聞きましたけれども、あ

の状態だと何か一番先にいってしまいそうな感じなのです。それで、町長どうですか、福祉センター

構想があったときは、そこに社会福祉協議会を移動させるというような大まかな計画を私も認識して

いましたので、何となくそれまで待てばいいのかなとは思いつつありましたけれども、その話が頓挫

した以上、その辺についても相当な期待をするのであれば、それなりの対応策というのをやっぱり考

えていかなければならないのではないかと思いますけれども、その辺の認識はいかがでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） はっきり言いまして、今の社会福祉協議会の建物は、避難場所には適さない

というのが現状でございます。もう既に非常に老朽化しておりまして、建てかえが必要であるという

話は来ております。これにつきましては、ＪＡ跡地の問題もありますので、この辺と総合的に今考え

る必要があるかなということで、とりあえずプレハブをつくって、収容する子供たちの分だけは確保

したのですけれども、現在の社会福祉協議会の本部建物というのですか、あれはそういう状況でござ

います。ただ、前回老人センターについては避難所として活用できるなという、おふろもありますし、

食事の設備もありますし、できるなということでございます。 

 また、今言われました社会福祉協議会の職員については、非常に避難だとか、捜索だとかというこ

とに対しては、役場の職員以上のノウハウを持っておりまして、行方不明の高齢者が出たときには、

もう第一に社会福祉協議会のノウハウを活用していただいて、捜査をしているというのが現状でござ

いまして、これは今後の災害時における社会福祉協議会のあり方というのか、町との連携の中で、社

会福祉協議会の役割というのをもっと明確にしていく必要があるなと考えております。 

◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） 社会福祉協議会の重要性については、もう論をまたないと思うのです。

私も町長も同じ認識だと思うのです。ただ、この災害ということを考えたときに、やっぱりライフラ
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インとか核になるものを、一つ一つ耐震化を進めていくということが重要だと思うのです。そうする

と順序があって、例えば消防署が一番先につぶれては困りますし、役場が一番先にがたがたになって

も困りますし、そういう要するに住民の生命と財産を守っていく、その守るべきところがきちっと自

分で立てるような耐震化になっていなければ、ほかの話は絵にかいたもちになってしまうと思うので

す。 

 総合福祉センターの計画の中で解消をということで先送りはしましたけれども、第４保育所はもう

建ちますから、これはそういうことで。勤労者センターが避難所ですか、あれも耐震化の問題もある、

それも若干いろんなもので宙に浮く傾向にあるということで、やはり災害に対しての備えというのは、

心配なものを一つ一つ解決していくということを地道にやっていかなくてはならないので、そうだっ

たのだよな、やっておけばよかったなということ、後悔先に立たずというのがあるわけですから、待

つのは待つのですけれども、いつまで待てとか、そういうやっぱり日程上に上げる形で説明していた

だかないと、ごめんなさいと謝られる筋合いのものではないと思うのですけれども、いかがでしょう

か。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） これについては社会福祉協議会のほうからは、非常に建物が弱っていると、

老朽化しているということを言われてきております。私としては、先ほど申したとおりＪＡ跡地の問

題がありますので、ＪＡの支所統合、そしてＪＡ跡地のこれからの活用の仕方、そして社会福祉協議

会のあり方というものを総合的に、これは一体的に検討していく必要があると考えているのが現状で

ございます。 

◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） その話は、そういうことで終わりにしたいと思います。 

 それから、災害ということで地域防災計画の中で、どんな災害が起こるということを前提というの

ですか、考えて、地震、水害、先ほど言いましたね、想定される災害というのはどのようなものが考

えられるのかと、おぼろげながら考えておられるのか、お尋ねいたします。高橋課長で。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） 防災計画の中で、どんな災害かといいますと、やはりまず今ま

では水害がメーンという考え方でございました。それで、昨年の３月１１日の地震を受けて、それか

ら地震が入ってきているという状況でございます。また、ことしになりましたら竜巻というようなふ

うになっていますが、今現在ではその竜巻についてのものは入ってございません。メーンとすると、

水害、地震というものがメーンになっているということでございます。 
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◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） いろんなことを想定して、準備をするということがまず、想定したから

といって、全部を守り切るということはできないと思うのです。この地球に人間が生きているという

ことは、いろんなものをいじくって都合よくやっていることですから、地球の威力というのですか、

自然災害の中で、人間というのはある程度無力な部分というのはありますから、仕方がないといえば

仕方がないのですけれども、それに備えていくということになろうかと思います。 

 それから、一つだけ町長にお聞きします。北関東・新潟地域連携軸推進協議会というのですか、組

織に防災の部分を期待されるということですけれども、それだけでなく、かつて言われていた独自な

おつき合いのできる自治体というのを探すというのも、やっぱり何となく大事になっているのではな

いかなと思います。 

 東日本大震災なんかでも、いろんなところから緊急に援助とか何かがありました。例えば片品村に

避難の方が大分見えました。あれは、片品村と福島県がではなくて、片品村と世田谷区とか、そうい

う東京都の区を通して玉突きな感じでこういう依頼が来たという、要するに親戚の親戚は親戚という

ことなわけです。北関東、新潟ですから新潟、栃木になればかなり役に立つというか、期待はできる

かなと思いますけれども、それはある程度緩い連携ではないかと思うのです。もうちょっと踏み込ん

だ形で、何とか例えば北関東自動車道のところのある都市とか、似たような規模のところとか、そう

いうものと連携を深める努力というのはできないものだろうかと。榛東村は、何か大洗町の那珂湊で

すか、あっちのほうと仲よくするのだと言っていました。一つは災害協定だけでなく、海の魚を持っ

てきてもらうと道の駅で売れるのだからと、そういうことも含めて、単なる防災の意味だけでなく、

そういう自治体連携というのもやっぱり含めていくと、昭和村とはそういうことになりましたけれど

も、それ以外そういう外交的な問題も含めて、一時町長その気になったのかなと思ったら、何か答弁

では、のど元過ぎれば熱さ忘れるというのですか、地震から１年もたつと必要性もだんだん薄れてく

るのかなと思いますけれども、その辺決意はいかがでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 北関東連携軸というのもありましたけれども、私もう一つ今進めているのが、

中毛町村会でございます。去年は、議員の皆さんも一緒に懇談会をしたわけでございますけれども、

この榛東村と吉岡町、玉村町ということで、この３町村の連携を今３人の首長同士では、これをもっ

と防災協定まで入れた中で深めていこうという話をしております。今月１度また会議があるのですけ

れども、また時期を見て、議員の皆さんとも合同でまたそのような形の中で会議をしていきたいなと

思っております。国内というか、県内ではそんなようなところでございまして、片品村のときも避難

の人がたくさん来るということで、私も片品村の村長に、玉村町は避難の人は来ない状況でございま
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すけれども、いろいろな物資だとかそういうものはありますから、必要なものがあればお送りしたい

という連絡をしたのですけれども、今のところ間に合っているからいいですよという、そんな感じで

ございました。そういう形で、昭和村、そして榛東村、吉岡町とは今後もっともっと密に連携をして

いく予定でございます。 

 また、山の山ノ内町、農業の昭和村というのがありましたので、先ほど申したとおり海の町とのと

いうことも私も頭にあったのですけれども、海の町というのはこれから余りメリットがないなと、津

波が来てこちらが応援に行くのがせいぜいではないかなという感じでございましたけれども、そんな

ことも考えながら、５市町村ぐらいと連携をとりなさいというのが専門家の、私もこの間防災のエキ

スパートの方の講演を聞いた中でそういう話もありましたし、そういうものは必要であると考えてお

りますので、決して３．１１が終わったので、防災を忘れたわけではございませんので、常にそうい

うものを考えながら進んでいきたいと思っております。 

◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） 次に、教育長にお尋ねいたします。 

 見事な答弁が返ってきたので、どこから手を出していいのかなという感じですけれども、やっぱり

子供たちを預かっている学校ということは、本当にあらゆる災害の予知というのですか、危険性とい

うのはあるのだなと改めて認識をして、私も孫が小学校に行っていますので、この子が事故に遭った

ら困るなと、本当に痛切に思うのですけれども、そこで地域と学校の連携はかなりうまくいっている

のではないかなというような感じはしていますけれども、昨年ですか、上陽小学校の耐震が終わって、

大規模改修が終わって引っ越し、それから庭の木の整理、相当な人数の人がボランティアで駆けつけ

て、私も行きましたけれども、やっぱりああいう形で地域とふだんから結びつくというのですか、地

域の力をかりるというのか、遠慮なく言っていただけると、そういう関係をつくっておくのが、最終

的には災害に対する備えになるのかなと思いますけれども、改めてその辺の考えをお伺いいたします。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君発言〕 

◇教育長（新井道憲君） 今議員さんご指摘のことが、もう本当のことだというふうに実感しており

ます。実際子供の指導という面では、当然学校が責任持ってやらなくてはいけないということはあり

ますが、昨今のいろんな社会情勢を考えたときに、登校から下校まですべて目を行き届かせるという

ことは、もう不可能に近い状況です。そして、子供を取り巻く環境も非常に厳しい状況があると、単

なる地震や風水害の災害だけでなくて、人的災害、不審者も含めて、そういうことも間々あるという

状況の中で、やはりいろんな複数の目というよりは、大勢の目で子供の一挙手一投足を見ていく、そ

のためにはやはりふだんからの学校、地域、そして保護者を含めた地域の連携が最も大事にされてい

かなければいけないというふうに実感しているところであります。 
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◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） １２時半に給食を食べに行くことになっていますので、以上で質問を終

わりにいたします。ありがとうございました。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 休憩いたします。午後は１時３０分より再開いたします。 

   午後０時１３分休憩 

                                         

   午後１時３０分再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 次に、８番三友美惠子議員の発言を許します。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） ８番三友美惠子でございます。暑い中、傍聴の方ありがとうございます。

昨日は、村田議員より板井のまちづくりについてお礼がありましたが、私も一言お礼を申し上げます。

狭くてわかりづらい板井の道が広くなり、車の往来も、消防車も楽に往来できるようになりました。

子供たちの姿や、子供連れの若いお母さんやお父さんの姿も公園で見受けられるようになりました。

思い起こせばいろいろな大変なこともありましたが、町長のおかげをもちまして、無事完成すること

ができました。ありがとうございました。まちづくり事業ということは、ハードの道路や公園の整備

ではありましたが、区民の人々の知恵を出し合ってできたこともあり、区民の心を豊かにしてくれた

事業であったと感謝しております。まちづくりは人づくりということです。５年間の事業でありまし

たが、まだ少々残っている整備がありますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 本題に移ります。平成２３年度、群馬県は群馬デスティネーションキャンペーンにより群馬の魅力、

観光をもう一度掘り起こし、県のイメージアップ、さらに県の観光や地場産業の振興に取り組み、そ

の経済効果は８０億円、３月１１日に東日本大震災がありましたが、観光客数は対前年度比で６．９％

増とする試算を発表いたしました。また、大澤知事は、それぞれが今回の取り組みを通して地域の観

光資源を再認識できたことが郷土への愛着を深め、今後につながる大きな成果であると考えておりま

す。今回の経験を生かして取り組みを継続することにより、本県のさらなる魅力アップを図るため、

今後も積極的に観光振興施策を進めてまいりたいと考えておりますと記者会見で言っておられました。

町長も大澤知事と同じく、我が町の魅力アップと郷土への愛着を深めるために観光事業に取り組み、

観光により町の活性化をと考えていることと推察いたします。先ほども原議員にそのような答えをし

ていたので、そうだと思います。そのためには戦略が必要ではないかと思い、今回の質問をいたしま

す。それでは、通告に従い順次質問いたします。 
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 まず初めに、観光とまちづくりについてです。第５次総合計画の玉村町の主要課題、産業経済分野

の中に、観光を本町の新たな産業としていくことが必要であると、観光が初めて総合計画の中で位置

づけられました。また、平成２４年度の施政方針も観光事業に積極的に取り組むとあります。そこで、

今後どのように取り組んでいくのかお伺いいたします。 

 １、マスコットキャラクターの製作や玉村ふるさと大使の任命など、準備を進めているようですが、

玉村町のどのようなことを観光としてアピールしていこうと考えていますか。 

 ２、観光を新たな産業とするということは、どのようなことですか。 

 ３、玉村町の地域資源はどのようなものと考えていますか。以上、３項目についてお伺いいたしま

す。 

 続きまして、玉村町ふるさと振興基金の活用についてお伺いいたします。平成１７年１月１日から

施行の玉村町ふるさと振興基金条例についてお伺いします。 

 １、この条例のできた経緯はどのようなことでしょうか。 

 ２、この条例の目的としては、第１条に本町における地域振興事業を積極的に進めるためとありま

すが、地域振興事業とは具体的にどのようなことでしょうか。 

 ３、第２条、基金の額は１億３，１０４万円とありますが、現在はどのようになっていますか。 

 ４、平成１７年から現在までにこの基金を使う事業はなかったのでしょうか。 

 ５、伊勢崎市において、旧東村、旧境町、旧赤堀町のこの基金はどのように活用されていますか。 

 ６、今後この基金を使って事業をする予定はありますか。 

 以上、６項目についてお伺いいたします。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） ８番三友美惠子議員の質問にお答えいたします。 

 まず、観光とまちづくりについての質問でございます。マスコットキャラクターを活用してどのよ

うなことを観光ＰＲしていくかについてお答えいたします。玉村町には、地域に残る歴史的資産、花

火大会、お祭り、また農畜産物などの資源があります。まずは、そのような既存資源を情報発信する

ことで地域特有の魅力ある資源としてＰＲをしていくと、そして玉村町の知名度を高めたいと考えて

おります。 

 次に、観光を新たな産業とするとはどのようなことなのかについてお答えいたします。観光を産業

とするためには、町内企業との連携が不可欠であります。この町の農業、工業、商業とも連携を図り、

特産品などの観光資源の新たな開発や既存の観光資源を生かした商品の製作など、観光産業として町

内企業が活性化するよう検討を進めていきたいと考えております。 

 次に、玉村町の地域資源はどのようなものと考えているかについてお答えいたします。この地域資

源というのは、歴史的な資産、そしてここに今あります自然、農産物、地域でいろいろありますお祭
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りなど、さまざまなものがあります。このようなものを総合して、玉村町の地域資源ということでと

らえております。他の地域にはない、町、地域特有の資源を玉村ブランドとして活用していくという

ことを今後観光という面から検討していきたいと考えております。 

 次に、玉村町ふるさと振興基金の活用についての質問にお答えいたします。初めに、ふるさと振興

基金条例のできた経緯というご質問ですが、まずふるさと振興基金の前身となるふるさと市町村圏基

金から説明をさせていただきます。平成元年に、当時の自治省、現在総務省になっています。ふるさ

と創生と多極分散型の国土形成を促進するとともに、地域の自立的発展が見込まれる地方都市圏域の

地域振興を支援するため、隣接する複数の市町村による基金の造成を支援し、その運用益を活用して

さまざまな地域振興のためのソフト事業を行うといたしました。具体的な基金造成に対する支援策と

しては、構成市町村が基金造成のために出資する財源の７５％は地方債で借り入れを可能とし、後年

度その元利償還金の３０％から５５％が財政力指数に応じて基準財政需要額に算入されるというもの

でございます。これを受けて、佐波郡の４町村、当時の赤堀町、東村、境町、玉村町と、伊勢崎市を

入れまして５市町村で構成していた一部事務組合、伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合は、平成５年

１０月１日現在の人口割合で基金造成のための出資比率を定め、平成６年、７年の２カ年で構成市町

村の出資金９億円と、群馬県からの助成金１億円を合わせた１０億円のふるさと市町村圏基金を設置

いたしました。この広域組合では、圏域の将来像を「ＡＳＩＴＡにつなぐ華都ピア」とするとともに、

ソフト面での振興方策を定め、基金の運用益によってソフト事業を中心とした地域振興事業に取り組

んだわけでございます。 

 具体的な取り組み、この「ＡＳＩＴＡ」というＡＳＩＴＡセミナーの開催や、学校教育、社会教育、

ネットワークの構築、広域散策ガイドブックの作成、ＡＳＩＴＡ駅伝の開催、ＡＳＩＴＡカップ、こ

れはこの地域の少年サッカー大会でございます。ＡＳＩＴＡカップの支援、広域ネットワークニュー

スの発行、広域リサイクル運動の展開、ＡＳＩＴＡカルタの制作、そしてその大会の実施などでござ

います。しかし、その後市町村合併の機運が高まり、平成１７年１月に本町を除く４市町村が合併す

ることになったため、ふるさと市町村圏基金の原資１０億円とその運用益は、基金設置当時の出資割

合により新しい伊勢崎市と玉村町に分配されることになり、本町へは本町が出資した原資１億

３，１０４万円と運用益９９５万７，０９２円を合わせた１億４，０９９万７，０９２円が配分され

ることとなりました。 

 玉村町では、既に地域づくりを目的としたふるさと創生基金が設置してあったため、この基金へ積

み増しすることが可能かどうか総務省に問い合わせたところ、総務省からは、ふるさと創生基金とふ

るさと市町村圏基金は、その目的と地域づくり、地域振興という点で同じであるが、ふるさと創生基

金は取り崩し可能な基金であるのに対し、ふるさと市町村圏基金は果実運用型の基金であるため、そ

の運用方法は決定的に異なる。そのため、新たに地域振興を目的とした果実運用型の基金を設置しな

ければ地方債の繰上償還や交付税の錯誤措置は免れないとの回答を得たということでございます。そ
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のため、本町では果実運用型の玉村町ふるさと振興基金を新たに設置するに至りました。以上が基金

設置の経緯でございます。 

 なお、総務省はその後、ふるさと市町村圏推進要綱を平成２１年３月３１日をもって廃止し、自治

体の財源不足の穴埋めなどを目的とした基金の取り崩しについて認める方針を決定しております。 

 次に、条例の目的である地域振興事業とは何かという質問ですが、具体的には地域経済、地場産業

の振興、文化振興、生涯学習やスポーツの振興などのほか、協働推進や観光事業についてもその一つ

であると考えております。そうしまして、現在の基金残高は平成１７年に配分を受けた額に７年間の

運用益を加え、現在１億４，３４０万１，８１８円でございます。 

 次に、これまでこの基金を使う事業はなかったのかという質問ですが、現在このふるさと振興基金

と同様の目的を持ったふるさと創生基金を活用しておりまして、ふるさとまつりや花火大会、産業祭

等の事業に充当しております。昨年度の運用益が１８万６，１８０円と、これは低金利でございます

ので、非常に少ないわけでございますけれども、影響で運用益が少額となっております。ふるさと振

興基金については、条例第４条第２項の規定に基づき運用益を毎年度予算に計上して、この基金に繰

り入れをしている状況でございます。 

 なお、伊勢崎市においてこの基金はどのように活用されているかということですが、先日伊勢崎市

に問い合わせをいたしました。平成１７年に合併した時点で、合併市町村にあった複数の基金の整理

統合を進め、ふるさと市町村圏基金の新市への配分額約８億２，６００万円については、その他の６つ

の基金と統合し、伊勢崎市都市整備基金として新たに設置したということでございます。また、この

基金は設置当初２１億８，３００万円ほどあったようですが、公共下水道や住環境の整備、緊急的に

必要となった大規模な土木建設工事、庁舎の建設、地域振興などの事業に充て、昨年度末の残高は約

１３億８，８００万円まで減っているということでございます。 

 今後この基金を使って事業をする予定はあるかということでございますが、ふさわしい事業があれ

ばもちろん運用益を充当したいと考えております。また、場合によっては基金を整理することも視野

に入れ、今後検討していきたいと考えております。いずれにしましても、運用益の充当や基金の整理

などについては必ず予算を伴うことになりますので、条例改正が必要になる場合も想定されますので、

そのときに改めて議員の皆様に十分ご審議をいただきたいと考えております。 

 以上です。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） では、自席より第２の質問をさせていただきます。 

 観光ということ、観光は光を見せるということだそうです。光を見せるというのは、玉村町の魅力

とか、そういうものをアピールしていくということだと思うのですけれども、先ほどいろいろ町の歴

史資産とか農業とか工業、商業、いろいろなものがあるので、それを活用していきたいという話があ
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りましたが、町長が先ほど原議員に言っておりましたが、玉村町は大分知られてきたけれども、通り

過ぎるということで、玉村町に寄るということはなかなか今のところまだ、知られるようにはなった

けれども、寄ることがないというような話をしておりました。昨年のデスティネーションキャンペー

ンがありまして、あそこではいろいろ歴史資産を見るツアーなどを組みまして大分好評を得て、ガイ

ドの人たちも一生懸命勉強して、玉村町をアピールしようということでガイドの人たちがやってくだ

さいまして、大分玉村町はいいところだというのをわかってくださるようなところもありましたが、

そのアンケートなんかをとりますと、やっぱりお土産がないとか、寄るところがないとか、そういう

ようなアンケートの結果が出ています。観光としてやっていくのに、玉村町に拠点が必要ではないか

と、その観光の拠点というか、お土産を買うところでもいいし、観光ガイドの人たちと話ができると

ころとか、そういう拠点がないのです。喫茶店もないですし、何もないのです。玉村町に拠点づくり

をしていってほしいというのがきょうの観光のところの目的なのですけれども、そこのところは町長、

どのように考えておりますか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 先日も商工会の総会でお話をしたのですけれども、人が来るということが第

一でございまして、人が来るということでは花火大会を初めいろんなイベント、そして今話しました

コストコ効果ということで、玉村町も人が来るということには大分成果を上げてきたと、そうすると

今度はその来た人に、どう玉村町にお金を落とさせるかということではないかなと思っております。

その観光という大きな文字を使いながら、まずは玉村町に人を呼び込み、そしてその人たちに玉村町

の特産を買っていただいて、経済の活性化につなげていくということでございますので、今三友議員

が言われたように、その足場をつくらなくてはいけないというのは本当の話でございまして、これか

らこの観光の中の一つの事業として、みんなが玉村町に寄っていく、一休みをしていく、お土産を買

っていくというそういうものは、これが一番今玉村町に求められていることかなと私も考えておりま

す。具体的に、ではどこに何をするのかと言われますと、そこまでちょっと今答えるだけのあれを持

っていませんので、その辺を一番大事なことだと考えながら、この観光事業を進めていくというのが

現状でございます。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） やっぱり観光というのは、本物でないと人は集まらないというのがあるの

です。大下先生に、この間、去年ですか、講演会に来ていただきました。「集客まちづくり」という本

の中に集客まちづくりの３つのステップというのがありまして、愛着と誇りを持てる舞台づくり、ふ

るさとづくり、それをまず第一にやり、その舞台づくりができたらば、人の目による地域の磨きかけ、

人がここに来てくれて、この町はいい町だねと言っていくことによって、自分のうちの町はいい町な
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のだという、住民たちも自分たちの町に誇りを持って、そこでまた少し動きが出てくる、そしてその

人の目によって地域が磨きかけられると、また集散往来による地域の活性化、そういうのができ上が

っていくというようなステップを踏んで、まちづくりはいくのだよというようなことが書いてあるの

ですが、まず本当に愛着と誇りを持てる舞台づくりということで、まちづくり玉村塾、町で始めたこ

とですね、これは。歴史資産を生かしたまちづくり、事業は１０年になります。いろいろなことをや

りながらここまで来て、観光ということにめぐり会えたというか、そういうことの中でまた少し、

１０年目でもうだめなのかななんていう気持ちもあったのですけれども、ここで少し息づいたかなと

いうような感じで、デスティネーションキャンペーンで大分皆さんに好評を得ていただきまして、ガ

イドなんかも。ガイドの人たちも、一生懸命やっていくつもりはあります。玉村町をもっと活気づけ

て、集客できるような町にしたいというふうに考えておりますが、やっぱり拠点がないとできないと

ころはありますし、玉村町には八幡宮という物すごい大きな財産があるのです。あそこを拠点にする

ことが、本当に玉村町にとっては一番大きな意味があるのではないかと思っております。 

 そこの点について何かいろいろ考えていることはありますか、経営企画課長。課長さん、いろいろ

アイデアがありましたら。 

◇議長（浅見武志君） 経営企画課長。 

              〔経営企画課長 金田邦夫君発言〕 

◇経営企画課長（金田邦夫君） 済みません、突然の振りだったものですから、ぼおっとしてしまい

ました。 

 おっしゃるとおり、玉村町において観光ということに目が向いてきて、玉村町にどういう形で人を

呼び込むかと、つまり相手目線になって町をどうやってつくっていくかというような機運が出てきた

のかなと考えております。まだ観光という面で言えば、いわゆる神社仏閣、有名なものがあって、い

わゆる観光地でない中で観光事業に取り組むというのは、そういったものとは違う、例えば昨今は温

泉地に行って大騒ぎする観光よりは、少人数で体験型だとか、滞在型の観光に大きく今シフトしてい

るようです。 

 玉村町の歴史文化ということも一つの体験メニューになってくるかと思うのですが、例えば農地も

たくさん広がっておりますし、なかなかその辺まだ未開発の部分なのですが、いわゆるグリーンツー

リズムですか、体験型の農業体験ですか、今回６月の広報で募集かけたのですが、昭和村で農業体験

しようというようなプランを提案しております。そういったものも、わざわざ昭和村まで行かなくて

も、玉村町でも何かできるのかなということの思いもあります。そういったもろもろの観光のいろん

なメニューが考えられるのですが、そういったメニューを発信する場所だとか、あとは玉村町にいら

っしゃった方がそこでそういうメニューを体験できるとか、そういったものも今後必要になってくる

のかなと思います。やはり通年型の観光というものを意識するならば、そこまで広げていかないと、

なかなか観光というのが定着しないのかなという、そういう思いはあります。 



－153－ 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） そうですね、すごい玉村町にいたり、私なんか前橋市とか玉村町に住んで

いると何でもないようなことですよね、麦秋といって麦が黄色く染まること。それは、私たちにとっ

て何でもないことだけれども、そういうことを経験していない人というか、麦のないところにいる人

たちは、グリーンの５月、６月の緑の真っ青の中に麦秋があるというのが、すごい感動するというよ

うな話も聞きますし、私たちが感動しないことでも、要するに外から来た人の目というのはまた全然

違うものがあるので、そういうのをぜひ開発していってほしいし、富岡市の絹遺産、玉村町にもある

のです、いろいろお蚕に関するいろいろな遺産も。そういうのも掘り起こしていけば、まだまだそれ

こそ観光して回るところが例幣使道だけではなくて、絹遺産も回るところがかなり玉村町の中にあり

ます。そういうのも取り入れていくと、またおもしろいツアーが組めたりとか、いろいろすると思う

のです。私は感心しているのですけれども、観光推進プロジェクトチーム、若い人たちが今一生懸命、

役場の中だけではなくて、本当に土曜日も日曜日も夜もいろんなところに出没して活躍してくれてい

る、ああいう人たちがもっといろいろ探してくれれば、もっといいものが見つかってくるのではない

のかなと思っております。 

 あとは、その拠点づくりについて町長が本当にしっかりとこれを持っていかないと、観光というと

ころが見えてこないと思うのです。ただ来てもらってお土産屋さんに寄るとか、そういうのだけだと

お土産屋さんもわからなければ、今資料館が文化センターにあるのです。文化センターにあると、例

幣使道って歩きに来ている人たちもいるのですけれども、文化センターまで行かなければ、その文化

のこととかというのがわからないのです。もし例幣使道沿いに資料館などがあれば、そこを寄りなが

ら、そういう拠点を見ながらとか、お土産を買いながらという、まだいろいろな、要するに仕掛けづ

くり、観光の仕掛けづくりを町が積極的に真剣にやっていかなければだめだと思うのです。この間何

かの本の中に、観光は、やっぱり主導は行政です。行政がしっかりとプランを立ててやれたらば、成

功するというようなことが書いてありました。観光庁長官、前の初代の方だったと思うのですけれど

も、行政のアイデアがかなり大事だというようなことを書いておりました。行政が、最初の基盤をし

っかりと取り組んでいくことが大事ではないかと思うので、町長にはもう一回、この観光をしっかり

と町の産業として根づかせるためにはそこら辺を、今土台づくり、まちづくり、ふるさとづくりをや

っていかなければこの先はないと思うので、そこら辺の心構えをちょっとお聞かせ願います。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 観光というのを町を挙げてという、協働のまちづくりの中で民間の力を最大

限に活用しなくてはいけないというのはわかっていますし、そこまでいくのに行政がどのぐらい主導

力を発揮できるかということだと思うのです。そこまでいけば、もう行政と民間が一緒になって前へ
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進むことができますけれども、そこまで行くのに今三友議員さんが言ったとおり行政が主導をして、

主導権を持って進んでいく必要はあるなと考えております。 

 また、拠点づくりということで、これはかなり大きなことでございますし、構想的には幾つかある

のですけれども、これからそれを具体化していかなくてはいけないかなと。もう一つ、先ほど出まし

た資料館、非常に奥まったところに飾ってあるので、もったいないのですけれども、あの玉村町の資

料館はかなりの価値があるなと、ほかの町へ行っても、あれだけの資料館があるのはなかなかないの

ではないかなと思っています。ですから、ただあれが文化センターの一番奥の部屋にあるというのが

非常にもったいないです。ですから、あれをだれでもが気軽に入れる、例えば役場の周辺だとか、八

幡様の周辺だとかに持ってこられる、例幣使道の道の端に持ってこられるということ、これは玉村町

の観光の事業の中の一つになるかなと、これはやらないといけないのではないかなと私は考えている

のですけれども、まだ具体的なそこまでの答えができるほどまではいっていないというのが現状でご

ざいますけれども、あの資料館をもっと生かしていきたいなと思っています。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） 資料館は、ぜひ例幣使道に持ってきていただきたいと思います。 

 それからもう一つ、集客するための人が集まる場所、その集まる場所をつくっていかなければやっ

ぱりいけないのではないかと。町民も集まる場所がないので、気楽に行ける喫茶店とか、コミュニテ

ィーカフェとか、そういうようなものが町の中につくっていければ、またそこに例幣使道の資料があ

ったりとか、パンフレットがあったり、お土産物のパンフレットが置いてあったり、そこの中で来た

人と話し合って交わる場所があると、そういう場所がぜひ必要だと思うのですけれども、そういう場

所をつくる気持ちはありませんか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） ちょうど今町は過渡期に来ていまして、いろいろなものが２０年、３０年た

ってきたと、それを改修するかつくり直すか、新しくつくるかという、そういう時期に来ています。

ですから、そういうものをさておいて、新しいものを簡単につくるというわけにはいきませんので、

まずはそういうものをつくっていかなくてはいけないということの、ちょうどそういう時期に来てい

ますので、その辺の時期とバランスをとりながら、今言われたような資料館については考えていく必

要があるかなと思っています。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） 今資料館の答えですか、コミュニティーカフェの話、それも含めてですね、

含めてつくっていくと。新しいものをつくらなくてもいいのです。古い歴史資産を生かした建物の中
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でそれが実現できれば、それはまたそれですばらしいことだと思うし、そこら辺はアイデアをいっぱ

い出してもらって、町主導で本当に始めていただかないと、民間の人たちはそれに乗ってやるという

こともできないと思いますので、町主導でやっていただきたいと思います。 

 そこで、次のふるさと資金ということに、私はそこら辺を考えて今回の質問は２つ続けているので

すが、先ほどお答えがありましたが、基金の地域振興事業とは何かというところの中に、先ほど町長

は観光事業というのが入っておりました。この観光事業の中で、今私がつくってほしいというような

ものが、この基金を使ってできますでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） どなたでしょうか。 

              〔「どなたでも、できると言ってくださる方に」の声あり〕 

◇議長（浅見武志君） 総務課長。 

              〔総務課長 重田正典君発言〕 

◇総務課長（重田正典君） 基金の目的からいけば、要するにふるさとを振興するという意味ではで

きる可能性はございます。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） 可能性はあるということで、本当でしたら運用益だけということでありま

すが、先ほど町長が言ってくださいましたように、条例を改正していけば原資も使っていくことは可

能なのでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 総務課長。 

              〔総務課長 重田正典君発言〕 

◇総務課長（重田正典君） ご質問者の言うとおりで、この基金につきましては果実を運用するとい

うタイプの基金でございまして、そのためには元本を使うということになれば、条例改正が必要にな

ってくると思います。 

◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） きょうは早く終わってしまいそうなのですが、これで条例改正をして、こ

の基金を使いながら観光をしっかりやっていってほしいというのがきょうの私の主題です。それにつ

いて町長、しっかりとしたお答えをいただければと思います。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 一番肝心な資金のことまで教えていただきまして、今までそこまで私自身は

考えていなかったのですけれども、そういう資金があるということと、その資金の使い方ということ

でございますので、今後十二分に検討ができることと思っております。 
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◇議長（浅見武志君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） きょうはちょっと短過ぎたみたいですけれども、ぜひ観光ということを町

の大きな産業にしていくというのであれば、町が主導的な立場に立って拠点をつくるということをし

っかりやっていただきまして、この事業のお金もここの基金を使えば、まず動き出すということがで

きると思うのです。この動き出しを始めていただいて、町の観光をしっかりやっていただきたいと思

います。 

 以上で終わります。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 休憩いたします。午後２時１５分に再開いたします。 

   午後２時５分休憩 

                                         

   午後２時１５分再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 次に、６番筑井あけみ議員の発言を許します。 

              〔６番 筑井あけみ議員登壇〕 

◇６番（筑井あけみ君） 議席番号６番筑井あけみでございます。議長の命を受けましたので、通告

のとおりに一般質問をさせていただきます。 

 本当に長時間にわたり、傍聴の皆様にはご苦労さまです。質問のほうも、私、残すところもう一人

ということで２日間が終了するところですが、今回私は健康福祉分野について質問をさせていただき

ます。 

 最近２４年度の事業として、玉村町では去る５月２５日には上陽の北部公園においてフェスティバ

ルが開催され、多くの町民の方が参加され、にぎやかな事業になっていたように思います。また、そ

のときの午後の消防のポンプ操法大会でありますが、上陽地区の第１０分団が優勝され、その後の伊

勢崎の大会に向けまして、連日東部スポーツ広場のほうまで出向きまして、伊勢崎大会と同じような

環境で毎晩練習をしているとのお話も聞いております。第９分団も応援に駆けつけ、照明を照らした

り、足らないところは応援をしているというような、本当に消防団の生き生きとした姿というのを聞

かせていただいている昨今であります。 

 また、道路行政につきましては、先ほど議員の方から出ましたように前橋南部パワーモールの相乗

効果でしょうか、玉村町の通過車両は大変ふえました。私の家の裏の道路も朝晩の交通量も大変多く

なり、帰りの児童の下校時間においても横断歩道が渡れないような現状が起きております。道も生き

ていますし、行政も生きております。そういう中で、私たちはしっかりと行政と一緒になって、町の
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ために、町民のためにいいことを見きわめ、判断しながら進んでいかなくてはいけないということを

また私なりに感じました。では、質問に入ります。 

 まず、１、ワンコイン検診事業を推進すべきではないか。町では、住民の健康保持、増進に向けま

して、保健センターを拠点とし、保健事業を行っております。しかし、各種検診の受診率はなかなか

上がっていきません。毎年毎年努力をしていただいているのですが、低いのです。国の目標である受

診率５０％を達成するのは大変難しく、年次計画を立てているようですが、達成できないのが現状だ

と思います。そこで、受診率の向上と生活習慣病の予防対策事業として、ワンコイン検診事業推進の

取り組みを伺います。 

 ２、２４時間健康相談サービス事業の推進を求めます。困ったときはまずダイヤル、急病の不安や

心配事を解消し、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険制度の安定した運営を図れるよう健

康医療に関するさまざまな相談から緊急医療、医療機関の案内等も含め、住民からの相談を受けたら

いかがか、伺います。 

 ３、震災被災者、避難者に花火大会見学を招待したらいかがかとお尋ねいたします。昨年の３．１１か

ら１年たち、毎日一日一歩進んでいますが、なかなか立ち上がれないのが現状ではないでしょうか。

本当にこれからは心のケアが必要になってくると思います。本当にそういう人たちの少しでも応援が

できるように、一晩の一夜の夢でもよろしいので、こういった大きな花火に来ていただき、心を和ま

せていただけるような招待が町としてできるのかをお伺いしたいと思います。また、その計画がある

のか、現在ではどのような企画、計画で準備をしているのかも伺います。 

 以上、１回目の質問といたします。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） ６番筑井あけみ議員の質問にお答えいたします。 

 ワンコイン検診事業を推進すべきではないかについてお答えいたします。受診率の向上のため、ワ

ンコイン検診の推進ということですが、全国的には名古屋市でがん検診の自己負担金を一律５００円

で実施しております。現在当町で実施している検診の自己負担金、国民健康保険加入者の４０歳から

６５歳の方を対象に実施している国保特定健診が１，０００円でございます。２０歳から３９歳の若

い人を対象にしているレディース、ヤング健診が同じく１，０００円となっております。また、胃が

ん、大腸がん、子宮頸がん、乳がんなどのがん検診の場合、集団検診は自己負担金５００円で既にワ

ンコインになっておりますが、医療機関で行っている個別検診は１，０００円となっております。ま

た、胃カメラ検診の場合は検診単価が高いことから、個人負担金２，０００円となっておりますが、

毎年胃カメラを希望する人がふえており、胃がんの早期発見につながっております。逆に個別検診の

バリウム検査は個人負担金１，０００円ですが、受診者数が減少しており、個人負担金が多少高くて

も本人が希望する検診を受ける傾向にあります。 
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 さらに、平成２１年よりがん検診推進事業として、５歳刻みの節目の年齢の方に無料クーポン券を

発行し、受診率の向上を図っておりますが、無料クーポン券の対象となった年は受診しますが、翌年

はまた受けない人もかなり多いと、全体的な受診率の向上にはつながっていないというのが現状でご

ざいます。今後国保特定健診、これは集団健診でございます。ヤング、レディース健診、胃カメラ以

外の個別がん検診でワンコイン検診を実施するとすれば、国保特定健診が年間６０万円程度、レディ

ース、ヤング健診とがん検診で約６５万円が町の負担増となるということでございます。がん検診や

特定健診等の受診率を向上させ、生活習慣病を予防するために、現在もいろいろな対策を実施してお

りますが、ワンコイン検診で受診率が向上ということになりますれば、今後このワンコイン検診の導

入についても検討していきたいと考えております。 

 次に、２４時間健康相談サービス事業の推進についてお答えいたします。急病や心配事などで困っ

たときに、まずダイヤルということですが、現在当町におきまして、そうした場合に電話や健康相談

等でどんな対応をしているかご説明をいたします。まず、急病で一番困るのは、子供が夜中に熱を出

したり、急にぐあいが悪くなったときだと思います。昼間の診療時間内でしたらかかりつけの医者に

相談に行きますが、夜間の場合、保護者の方はどうしたらよいか慌ててしまうと思います。そんなと

き、群馬県で実施している群馬こども救急相談が利用できます。これは、シャープで８０００番にダ

イヤルをするということでございます。そして、子供の症状を話しますと、そこですぐ医者に連れて

いけとか、しばらく様子を見たらいいのではないかとか、また家庭でこういうことをしたらいかがか

というような対処法などを保健師や看護師がアドバイスをしてくれます。また、医療機関への受診が

必要な場合には、救急医療情報も教えております。伊勢崎、佐波地区では、伊勢崎佐波医師会病院が

無休で２４時間診療を行っております。町では、出生届のときに保健センター窓口で群馬こども救急

相談の案内のカードやティッシュを配付し、保護者の方への周知を図っております。 

 さらに、身体障害、知的障害、精神障害などの障害に関する相談は、この４月より玉村町障がい者、

これは障がい児でもございます基幹相談支援センターで電話相談、この電話番号は７５局の

１２１２がこの電話相談の番号でございます。ここで行っております。また、最近は精神に関する相

談がふえておりますが、群馬こころの健康センターの専用ダイヤルで医療機関へのご案内や受診方法

の助言等を行っております。 

 また、お年寄りの介護や認知症などに関する総合的な相談は、役場の地域包括支援センターや、認

知症に関しては精神科の病院に併設されている認知症疾患医療センターでも電話で対応をしておりま

す。また、町の保健センターでは、育児や病気に関する相談は随時電話で受け付けております。なお、

昨年自殺予防対策のため町で作成し、全戸配布しました自殺予防啓発リーフレットには、悩み事があ

る場合の相談機関の一覧で電話番号や受け付け時間等が掲載してあります。 

 以上、現在はそれぞれの相談機関で電話対応しておりますが、今のところ町民の方から相談すると

ころがわからなくて困ったという苦情は聞いておりません。今後は、相談機関同士の連携を密にして、
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最初に電話を受けたところでまず話を聞いて対応し、必要に応じて専門の機関につなげていくような

ネットワークづくりが必要だと考えております。 

 次に、玉村の花火大会への震災被災者、避難者の招待についてお答えいたします。昨年の花火大会

は、震災復興支援事業として開催し、被災地から町内に避難されている３世帯を招待いたしました。

また、ことしにつきましても震災復興支援としまして協賛金の一部を義援金として寄附するほか、被

災地から町内に限り避難されている２世帯を招待する予定でございます。一応町外の避難者について

の把握が今のところできておりませんので、町内だけの被災者ということで招待をする予定となって

いるということでご理解をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

◇議長（浅見武志君） ６番筑井あけみ議員。 

              〔６番 筑井あけみ君発言〕 

◇６番（筑井あけみ君） ２回目からの質問を自席にていたします。 

 最初のワンコイン検診事業なのですが、このワンコインというのは、どなたにでも響きのいい金額

で、公平にどなたでも受けられる、どんな検診にでもというような意味があり、町民の満足度、それ

から安心度を持たせるような事業かなと思っております。県内の町村におきましても、このような取

り組みをしている事業もありますし、最近では企業においてもこのような取り組みをしているような

ところが見られてきています。これは、玉村町の町民の人たち、特に思うのには子育てをして働いて

いる、そういう女性のがんの受診率も大変低いと思います。そういうところの人たちにも伝わるよう

な検診、そういうことでこの発想というのはすごいいいなと思っておりまして、私も議会として平成

２２年の１１月ですか、先進地であります千代田町のほうに、国保の事業とあわせて視察に行ってき

ております。そこも、一生懸命ワンコインでその成果を出しております。どういうふうに啓蒙活動し

ているのかなということを聞いてまいりましたらば、いろいろな講座を町で主催しているときに、職

員のほうが出向いていって、検診があるのですよと、ワンコインで５００円で受けられるのですよ、

そうすると体のどこまでも隅々まで診ていただけるし、安心して暮らしていけるというような出前的

な啓蒙活動をしているというようなお話も聞いてまいりました。どこにおいても、受診率が伸びない

のは大変悩んでいるところだと思うのですが、当町においても、玉村町においてもいろいろとご苦労

いただいていると思うのですが、それにおいてもなかなか伸びていかないので、私はこのような発想

の違う、取っつきのいいような言葉での検診はいかがかなと思って提案を申し上げるのですが、その

辺を担当の課長さんも十二分に調査研究していると思うのですが、事業化として進めていけるような

ところがあったらぜひしていただきたいと思うのですが、現状をお聞かせいただけますか。 

◇議長（浅見武志君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 小林 訓君発言〕 

◇健康福祉課長（小林 訓君） ご質問にお答えします。 
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 町では、健康づくりということで４月に課の施政方針の発表会があったときにも、健康福祉課は健

康づくり２４というふうなキャッチフレーズで臨んでいるわけでございます。そういった中で、検診

の受診状況、質問者の議員さんの言われるとおり、がん検診については国の目標が５０％であるのに、

当町においては２０％までいっていないというような状況でございます。どういったことが原因であ

るかということでもございますが、あらゆる機会を通じまして、広報なり、あとは回覧板、あとは検

診のお知らせ、ホームページ、そういった中でＰＲはいろんな場所ではしているのですが、受診率が、

検診率が伸び悩んでいるというような状況にはなっております。若干はふえてはおります。胃がんに

つきましては、先ほど申し上げましたように、胃カメラにつきましては２，０００円いただいている

のですが、これにつきましては毎年検診率は上がっております。しかしながら、先ほど言われたよう

なワンコインというような響きのいい内容でございますが、集団検診の場合は５００円で今ワンコイ

ンでやっております。医者に行って診てもらう個別検診の場合が１，０００円となっております。先

ほど答弁で申し上げましたように、その額がどのくらいになるか、６５万円程度町の収入が減ると。

しかしながら、医者にかかれば、その分受診率が上がれば検査料もふえるわけで、財源的にはふえる

のですが、皆さん住民が安心できるという部分では、また病気等が早期に発見されれば、後々を考え

ればそれなりの効果が出るのではないかとは思っております。いずれにしましても、やはり来てもら

いたいというのがこちらの、皆さんに受診してもらいたいのが希望でございますので、その辺の予算

との兼ね合いもございますが、既に先進でやられているところもあるので、検討してまいりたいとい

うふうに考えております。よろしくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） ６番筑井あけみ議員。 

              〔６番 筑井あけみ君発言〕 

◇６番（筑井あけみ君） 本当に保健センターの皆様に努力いただき、課長さんを先頭にしていただ

いております。細かいところで、年代別に分かれて検診料も取ったりしているのですが、これを全部

本当にワンコインにしてしまうと浸透しやすいのではないか、説明しやすいのではないか、そういう

こと。町民の健康、体の安心を守るためにはワンコインでやったって、お金がかかるのではないかと

いうことも、まずすぐに頭に浮かぶと思うのですが、これは本当に投資しても元が取れるような事業

ではないかと私は思うのですが、そういう取り組みの前向きな姿勢というのは、町長はどんなふうに

お考えでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 自分の体を自分で守るということでございますので、検診というのは大変大

事でございます。ただ、当町におきましては非常に検診率が低いということで、今一番大事なのは１次

予防というのですか、病気になる前に検診を受けて病気を予防するというのが一番大事なのですけれ

ども、この検診率が非常に低いので、今いろいろ考えています。１，０００円が５００円になればふ
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えないこともないと思いますけれども、お金の問題ではなくて、やっぱり意識の問題が低いのかなと

私は考えています。その辺をどう自分の体を自分で守るという意識になってもらえるかということが

一番大事かなと思っています。 

◇議長（浅見武志君） ６番筑井あけみ議員。 

              〔６番 筑井あけみ君発言〕 

◇６番（筑井あけみ君） 町長から、まず検診のＰＲをしていただきたいと思います。玉村町に住ん

でいる皆様、検診を受けてくださいと、皆様と一緒に元気でいたいというような、そういうのが必要

かと思うのです。たくさんいろんな広報とか、それから書面とか、冊子とかで検診のＰＲをしていた

だいております。しかし、そういう方法というのは一方的なものではないかと思うのです。だから、

そういうのを一方的ではなく、相対して、そのときに返ってくるような、反応が見られる、感じられ

るような広報活動というのをしなくては伝わっていかないのではないかと思うのです。ですから、と

てもいいパンフレットをつくったり、何回も広報で流したって、それはそれだけの成果になってしま

うのではないかと思うのです。これは、本当に切実に感じますし、特定健診は国のほうの目標に達成

しないと、大変国の目標が６５％と高いのです。それを達成しないとそれなりの、何らかの当初はペ

ナルティーを加算してくるような、国でも言っておりましたが、今でもそれは変わらないのでしょう

か。 

◇議長（浅見武志君） 住民課長。 

              〔住民課長 井野成美君発言〕 

◇住民課長（井野成美君） 平成２４年度の目標達成率が６５％ということで、これを達成しない市

町村に対しては後期高齢者の負担金の増を求めるというのが最初の趣旨だったのですけれども、まだ

その後で決まったわけではないのですけれども、特定健診の受診率が３０％、保健指導を一個もやっ

ていないようなところの町村に対して、今後はペナルティーを検討していくというような情報はいた

だいております。 

◇議長（浅見武志君） ６番筑井あけみ議員。 

              〔６番 筑井あけみ君発言〕 

◇６番（筑井あけみ君） 国の検診受診率２３年度が、国の目標が５０％なのです。それが当町の第

５次総合計画のほうから見ていきますと何％ですか、２０％ですか、これは２１年のデータです。そ

れから、特定健診のほうが３５．９％、なかなかこの達成ができていません。やはり一生懸命努力し

ているのですが、町民という相手があってのことなので、この辺をもう少し検討していただき、受診

をしていただける方法ということで、細かくいろいろと年代別で無料検診をしたり、それから胃がん、

乳がんとか検診にも５００円とかといろいろとその予算を考えながら事業をしていただいているのは

わかるのですが、今の国保の負担金６０万円、国保の検診、それからレディースとがんで６５万円ぐ

らいの見積もりですか、が出ているというのですから、それを入れて、町長、５００円コイン検診で
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玉村町はしっかりとした検診をしておりますというような打ち出しはして、私はいいのではないかと

思うのです。これは、大分進んでいる町村もあります、しっかりと成果を出しております。そういう

ところで、事業を推進してほしい、ぜひ実現してほしいと思います。なかなか難しいので、少しずつ

というのも、それもわかりますが、やっぱり決断実行も必要ではないかと思うのです。こういう事業

こそ、しっかりとトップであります町長のほうからやってみたらいかがというような声があれば、担

当のほうでもそういった事業のほうに一歩進めるのではないかと思うのですが、そういうところで町

長に期待をしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） １，０００円と５００円ですから、金額的にはそれほどの問題はないと思い

ます。ただ、私は玉村町の検診率の低さは、この１，０００円だからということではないと思ってい

ます。やはり一番必要なのは、各人が意識をしていただくということが一番大事かなと。ですから、

このワンコインも方法の中の一つであるということは考えています。ただ、もっともっとこの受診率

を上げる大事なことがもっとあるのではないかなと思っております。 

◇議長（浅見武志君） ６番筑井あけみ議員。 

              〔６番 筑井あけみ君発言〕 

◇６番（筑井あけみ君） そうですね、やはりこれは一つの私も引き金になって、突破口になってい

ただければいいと思うのです。できるだけ早く事業化していただきたいと思います。町長のほうのお

考えもあるようですから。 

 また、ここで一つ紹介をさせていただきたいのは、３０歳の女性の方のかかりやすいがん、がんも

たくさんあるのですが、その中で乳がん、子宮がん、それから大腸がん、このがんの３つは有効性が

科学的に証明されてきております。ですから、定期的に検診を受けていれば寿命を延ばすことができ

るというようなところまで来ているそうです。ぜひ玉村町にいて、働き盛りの家庭の中心ですか、子

育ての中心になっているお母さんたちが、多くの方が自分の健康についてかかわれるような、そんな

ような町をつくっていただきたいというふうに私も思っております。いろいろと保健のプロの方たち

が研究しておりますが、いま一つ町としての事業がワンステップ上がるような、わかりやすいような

町民の人に受けるような事業として進んでいただきたいということを私は要望していきたいと思いま

すが、いかがでしょうか、町長。最後に済みません。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 検診率を上げて、健康なまちづくりというのが基本でございますので、それ

についてはいろんな要素を検討して、住民の皆さん一人一人が自分の健康について真剣に考えるよう

な施策を、これはしていかなくてはいけないなと考えております。 
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◇議長（浅見武志君） ６番筑井あけみ議員。 

              〔６番 筑井あけみ君発言〕 

◇６番（筑井あけみ君） では、２つ目の質問の２４時間健康相談サービス事業です。困ったときの

ダイヤル２４時間相談、いろいろな名前で、町村で事業をしていると思うのですが、これも本当に

２４時間安心して相談できるという事業として成果を出しているというデータもあります。先ほどの

町長の答弁にありましたように子育てから、それから介護をしている方を持ったり、自分の体のこと

でも、心配になって気になったら眠れないわと、子供が３９度も熱があるけれども、何かおしっこが

出てこないけれども、あしたの朝の受診で間に合うかしら、熱が高くておしっこが出なければ大変で

すよね、あしたの朝まで待っていたら大変なことになってしまいます。そういうときに、ちょっと電

話して聞いてみようかしらと、そのサポーターだと思うのです。そういうのがあると、町に対しての

安心度というものが定着してくるのかなと思います。なかなか健康でいれば、だれしも気がつかない

ようなところでありますが、家族なり周りの人が病気になったり弱ったときには、大変困ってどこへ

電話したらいいのかというところです。 

 県を初めいろいろなところで２４時間の相談や、伊勢崎佐波医師会病院とも、玉村町もお願いし、

休日健診なんかもお願いしている事業は長くしておりますが、ではいざというときに新聞を見ていこ

う、そういうときにやっぱりこれがすぐに活躍するのではないかということです。そういう面で、私

はこれもやっぱり玉村町の一つの福祉の事業の中の目玉としていいのではないかなというふうに思い

ました。やはりこの相談によってお医者さんに行く患者さんが少なくなれば、これは国保税のほうに

も大変響いてきますし、軽減されるのではないかというようなことにもなります。皆様が本当に元気

で、お医者にかかる前の策を講じているというのは十分承知しておりますが、大変困ってしまったと

きにどうしたらいいかということを考えて、こういう事業もしていくというのも、まずわかりやすい

事業として町民に伝えられるのではないかと思って私は推進の提案をいたしましたが、町長のお考え

としてはいかがでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 先ほど述べたように相当の電話相談というのはありますし、うちの保健セン

ターもいつでも受け付けておるということで、今のところそのような新しいものをつくらなくても、

十分間に合っているのかなと私は感じておりました。 

◇議長（浅見武志君） ６番筑井あけみ議員。 

              〔６番 筑井あけみ君発言〕 

◇６番（筑井あけみ君） 町長は、そのように感じているという今のお答えですが、現場の担当のほ

うを統括しています課長さんのほうから見ますと、どんな現状でございますか。 

◇議長（浅見武志君） 健康福祉課長。 
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              〔健康福祉課長 小林 訓君発言〕 

◇健康福祉課長（小林 訓君） お答えします。 

 先ほど町長の答弁にもございましたように、あらゆる子供については群馬こども救急相談、障害者

については町にあります基幹相談支援センター、精神の関係はこころの健康センターとか、２４時間

皆さんそれぞれ別々の機関になってしまうのですが、対応しておって、答弁で申しましたように現在

のところそういった部分での苦情というか、困ってしまったよとか、そんな話は実際あるけれども、

こちらに届いていないのか、その辺まではちょっと把握してはいないのですが、そういった話はまだ

伺っておりません。 

 そういった中で、一部民間会社で医師、看護師、そういったスタッフをそろえていまして、電話相

談を受けるというふうな事業を全国で５０町村ぐらいが行っているというような情報を聞いておりま

す。そういったところの内容等も聞いた中では、救急車の出動回数が減ったとか、医者に行かずに済

んだとかを聞いているのですが、医者にかかる、かからないは、それぞれ家族なり本人が、かからな

ければだめだなと思えば行かなければならない部分もあるかと思うのですが、そういったところで、

そういった検診でやっているところからの情報も今後も私ども仕入れまして、仕入れるというか聞か

せていただいた中で、今後はできれば本当に１人でも２人でもそういった悩みが解決できれば非常に

いいことなのですが、現在のところそういった苦情がないということでは終われない部分もあるので

すが、今後もそういったことで研究させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） ６番筑井あけみ議員。 

              〔６番 筑井あけみ君発言〕 

◇６番（筑井あけみ君） 苦情がないというのは、窓口がないから連絡もないのでしょうけれども、

やっぱりそういうようなところを開いて、窓を開いていただければいろいろな相談が来るのではない

かなと思います。 

 もう一つお尋ねいたしますが、国の助成対象事業があると思うのです。当町においてはそれのほう

の事業はここ何年、過去のを見ましても、ちょっと受けている様子はないのですが、町村によっては

毎年その補助事業を受けて事業をなさっているというのですが、このようなことを検討なさっており

ますか、お尋ねいたします。 

◇議長（浅見武志君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 小林 訓君発言〕 

◇健康福祉課長（小林 訓君） そういった事業については、担当は保健センターのほうで行ってお

る事業なのですが、現在のところ受けておりません。先ほど申しましたクーポンの事業の補助金とか、

あとは一般の予防接種なり健康診断の補助金は来ているのですが、特別の健康づくりとか、そういっ

たものに関しては現在はやっておりません。 

◇議長（浅見武志君） ６番筑井あけみ議員。 
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              〔６番 筑井あけみ君発言〕 

◇６番（筑井あけみ君） 補助事業として、金額的にも結構大きな国からの金額が来る助成事業なの

です。一つ例を挙げますと、国保ヘルスアップ事業、助成額６００万円、これは２２年度ごろの事業

なのですが、太田市、藤岡市、それから嬬恋村とか千代田町、それから明和町とか、結構受けており

ます。過去２１年、２０年にしても、要件を満たしてそのような事業を受けたりしております。こう

いうのも検討していき、いろいろなことをいろいろな角度から調査していただき、町民の健康につな

がるような施策をとっていただきたいなということで私は今回質問をしたのですが、そういう点につ

きましても前向きに検討いただきたい、そういうような思いがありますが、なかなか難しいかと思う

のですが、やはりこういうのを利用するのも一つかなと思うのですが、いかがでしょうか。課長さん

で結構です。 

◇議長（浅見武志君） 筑井議員に申し上げます。通告外になってしまうので、また違う角度でご質

問いただければと思うのですが、済みません。 

              〔「はい、わかりました」の声あり〕 

◇議長（浅見武志君） ６番筑井あけみ議員。 

              〔６番 筑井あけみ君発言〕 

◇６番（筑井あけみ君） 細かく言えばそうかもしれませんが、大きく言えば必要な中身であります

ので、そうなりますと総括的に町長にお答えいただくしかありません。保健事業というのは、健康で

あればだれも心配しなくてもいいことなのですが、本当に今私が気にしているのは、若いお母さんた

ちの受診率が悪い、当町においてもがんの病気にかかる方、それから特定健診にかかわる方の率が高

いのです、とても。そういうところからいって、この辺の検診事業というのはやっぱり大きく考えて

いただき、見直していただきたいというふうに思いますので、しっかりと町長のほうに認識をいただ

ければありがたいと思うのですが、一言いただきまして次の質問にいきたいと思います。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 特に肺がんなんかの場合は、ほとんど町の検診で発見されたというのが多い

です。先日もある知り合いが胃がんだったのですけれども、これも町の検診で発見されたということ

でございます。検診は、本当に重要でございますし、大勢の方が検診をしていただけるというのが一

番いいわけでございます。ですから、私は保健センターのほうには検診率が３０％になったから、こ

としの予算は３０％ぐらいでという、そういうことは一切やらないで、５０％なり６０％の検診を受

けられるだけの予算は確保しておいてくれという話は常にしております。検診率の向上というのは、

やっぱり健康なまちづくりの中の一つの大きな要素だと思っておりますし、その検診率を高めるため

に、常に我々も知恵を絞って努力をしているということでいるということは、ご理解していただきた

いと思います。 
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◇議長（浅見武志君） ６番筑井あけみ議員。 

              〔６番 筑井あけみ君発言〕 

◇６番（筑井あけみ君） やはりきのうの質問でしょうか、にもありましたように、日帰りドックの

受診者、希望者がふえてきている。我々もそうですが、町民の方も関心を持ってきている、そうする

と町から提案していく事業のほうもそういうものに合わせて、考えて見直していくというようなこと

が必要ではないか、やはり町民のニーズにこたえられるような事業転換というものも今後期待をして

いきたいと思います。 

 では、次の最後の花火について質問をいたします。玉村町の観光の目玉、花火、もうずっと聞いて

おります。本当に確かにすばらしいし、知名度も出てきております。本当に田園の花火、またいろい

ろな角度での玉村町の花火、県下で一番最初に上げる花火、いろいろなことが出てきています。そう

いう花火でありますので、この近隣にいらっしゃる被災された方たち、どなたでも見に来ていただけ

ませんかなんていうようなご案内とか発送というのはお考えないのでしょうか。担当課長にお聞きし

ます。 

◇議長（浅見武志君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 筑井俊光君発言〕 

◇経済産業課長（筑井俊光君） 質問にお答えします。 

 町長のほうから答弁がありましたが、昨年３世帯を招待いたしました。それで、３世帯を招待した

のですが、来たときにはもう親戚の方とかいろいろいっぱい来まして、対応がし切れないぐらい来て

しまって大変だった思いをしたそうです。ことしも、町で把握している限りでは２世帯を把握してい

ますので、こちらのほうには通知を出す予定でございます。町外については、なかなかちょっと把握

が難しくて、そこまでは今のところ想定はしていないのですが、よろしくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） ６番筑井あけみ議員。 

              〔６番 筑井あけみ君発言〕 

◇６番（筑井あけみ君） 私も最近の情報ではないのですが、ちょっと前の情報では前橋市に１００世

帯２５０人ぐらい、それから高崎市にやはり２００人ぐらい、伊勢崎市にも２５０人ぐらいいらして

いたということです。それから、入れかわりがありますから、今は大分流動的になっているかもしれ

ませんが、そんな形で町営住宅なり市営住宅のほうにお住まいになっている家族がいらっしゃるとい

うことです。ですから、町民として私なんかは、玉村町で花火上げるのですから、そういう人たちに

ぜひ見に来てください、なかなか思うように対応できないかもしれませんというような呼びかけとい

うのをしてもいいのではないかなというふうに思うのです、人情的にも。本当に町長も大分震災のこ

とも心配したり、職員も派遣していただいたり、義援金を持ったりしていろいろと細かな活動もなさ

っているようですから、私はそういうお声がけがあるのが玉村の町であり、玉村の町長ではないかな

なんていうふうに思いましたので、質問させていただきました。町長、どう思いますか。 
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◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 町内に来ている方は、もちろん招待ということは当たり前なのですけれども、

近隣の皆さんも来ていただければ、それにこしたことはありませんけれども、高崎市も前橋市もこと

しは花火大会をする、伊勢崎市も去年から花火大会を始めたから、ことしも多分やると思います。で

すから、周りの市町村は皆その花火大会を実施しておりますので、もし議員さんのお知り合い、また

職員の知り合いの方でそういう被災者がおりましたら、それは担当のほうに、こういう方で玉村町の

花火に来るから席を用意しておいてくれというような形で来ていただけるのは、私は構わないのでは

ないかなと思います。ただ、高崎市、前橋市、伊勢崎市の被災者、どこまでそれを把握できるかわか

りませんので、そこに招待状を出すというところまでは、まだいかない、あくまでも玉村町の皆さん

に見てもらうというのが花火の基本でございまして、あとの方は玉村町の花火がすばらしいからとい

うことで、早い話が勝手に来てくれるわけでございますので、我々とすれば町内にいる方に対しては

そういう心遣いをしなくてはいけないかなと考えております。 

◇議長（浅見武志君） ６番筑井あけみ議員。 

              〔６番 筑井あけみ君発言〕 

◇６番（筑井あけみ君） 私もそう思います。さすがやっぱり町長でございました。そういう姿勢が

やっぱり町民に伝わりますし、それが私たちの玉村町のトップである町長の姿ではないかということ

であります。 

 ことわざに、人間は必要に迫られたときにその目的を達成できる、必要は発明の母という言葉がご

ざいます。私は、こういうことを思いながらまた議員活動をしていきたいと思いますが、今回の質問

は福祉関係について、以上で終了いたします。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 休憩いたします。午後３時１５分に再開いたします。 

   午後２時５８分休憩 

                                         

   午後３時１５分再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 次に、９番町田宗宏議員の発言を許します。 

              〔９番 町田宗宏君登壇〕 

◇９番（町田宗宏君） 皆さん、こんにちは。傍聴人の皆様には、３０度近い暑い中をまことにお疲

れさまでした。ありがとうございます。先ほどトイレに行きまして、帰ってこようと思いましたら石

川議員に、町田さんと大きい声で呼ばれました。何かと思ったら、その後ろに関根さんがおられまし
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て、末期の水ではありませんけれども、眠いでしょうから冷たいお水を１杯いかがですかと、ああ、

それはありがとうございますということで、大分ハッスルして一般質問ができそうであります。 

 ２年ほど前に、たしか一般質問だったと思いますけれども、私は町の花の話をいたしました。玉村

町の町花はバラです。品種はマリアカラスということです。それで、そのときに玉村町の町花は何だ

かわからないと、玄関のところを階段を東から上がってきますとバラのアーチがあるのです。その両

サイドはツツジだと思いますが、それが咲いているわけです。これはぐあいが悪いと、玉村町の役場

の玄関を入る前は、やはり町花で飾るべきではないかという話をしました。そうしたら早速両サイド

にマリアカラスが数本ですけれども、玉村町らしい、余り豪華でないのですね、つつましやかなマリ

アカラスが咲くようになりました。そのときに、北部公園にバラ園があるのです。あのバラ園は、前

橋市のバラ園に比べたら全くだめだと、もっとしっかりやってもらいたいという話をしましたけれど

も、２年前に比べますと大分よくなったような感じでおります。それで、昨年の３月、平成２３年度

の予算案の審議を行った際に、玉村町が平成２３年度に、公民館に３カ所バラ園をつくるという予算

を計上してありました。その予算案の審議が終わってすぐ南玉へ帰って区長さんと公民館長さんに、

平成２３年度の予算案に公民館にバラ園をつくる予算がのっていると、南玉もそれを申し込んでつく

ってもらったらいかがでしょうかと言いましたところ、早速町に参りまして申し込みをしました。バ

ラ園ができました。小さいバラ園ですけれども、きれいにマリアカラスが咲いていまして、その周り

にバラでない普通の花も咲いていまして、とてもきれいです。平成２４年度の予算にもそういうもの

のっています、バラ園をつくるというのが。こういう事業は、町民の心を和ませると、また子供たち

に非常に精神的にいい影響を及ぼすのです。ぜひ玉村じゅうの公民館、あるいは小中学校、あるいは

公共施設、文化センターのところとか、立派なバラ園をつくっていただきたいと思います。そうする

ことによって、先ほどから原さん眠そうですけれども、下向いていますけれども、観光の話をしまし

たね、それから三友さんも観光の話をしましたけれども、玉村町へ行くと、いや、すごい町じゅうが

バラの花で飾られているというようなことで、花火と一緒に日本じゅうに有名になると、観光の一つ

の事業になるのではないかというふうに思っているところでございます。いずれにしましても、南玉

の公民館のバラ園が玉村町の第１号だそうです。町長以下、関係者に心から感謝を申し上げたいと思

います。 

 それでは、一般質問に移ります。３つあります。１つは、国道３５４号線の玉村町５丁目交差点の

右折車線は必要かどうかという質問でございます。国道３５４号線と斉田・上之手線の交差点、以下

玉村町５丁目交差点ということにいたしますが、そこに右折車線を設置しようとしておりますけれど

も、東毛広域幹線道路が開通すれば国道３５４号線を通る車両の交通量は激減するのではないかと、

もう余り車は通らなくなるのではないかと、そのように予想を私はしております。そこで、この玉村

町５丁目の交差点の右折車線、設置することについて再検討をお願いいたします。 

 ２点目です。現在の町税滞納者との和解問題、それに関する裁判について問います。係争中の町税
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滞納者との和解問題の裁判について、被告貫井孝道氏が主張している論旨は、前回の裁判、これは町

税滞納者が貫井町長を告訴した裁判でございますが、その裁判において町税滞納者が主張していた論

旨と全く同じ論旨でございます。要するに玉村町が法律違反をしたのだと、こういうことなのです。

しかし、その前回の裁判では玉村町が町税滞納者の預金を差し押さえたのは合法的なものだったと、

こういう主張をしていたのですけれども、今回の裁判ではそうではないのです。要するに町が町税滞

納者の預金を差し押さえたのには違法性があると、こういう主張をしているのですけれども、被告貫

井孝道氏は前回裁判における貫井町長の主張を１８０度転換したのかどうかについて伺います。 

 最後の質問です。中学校の武道場、これは剣道場のことですけれども、これを町民に開放していた

だきたいということでございます。中学校の武道場、特に剣道場について学生の使用しない時間帯に

使用させていただきたいと、このような町民の要望があります。ぜひこの道場を町民に開放していた

だきたい。お願いをいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） ９番町田宗宏議員の質問にお答えいたします。 

 まず初めに、国道３５４号の５丁目交差点の右折車線の必要性についてでございます。ご質問の斉

田・上之手線街路事業に伴う国道３５４号の右折レーンの必要性でございますが、都市計画道路斉田・

上之手線並びに都市計画道路玉村東西線、これはいわゆる国道３５４号線でございます。は平成５年

３月に都市計画決定されたもので、交差点にかかわる右折レーンの設置につきましても同時に決定さ

れているものでございます。 

 具体的には、都市計画法に定められた住民意見反映措置としまして、平成４年８月に延べ４回の説

明会を開催するなどしております。そして、平成１２年１１月に斉田・上之手線の事業化に向けた現

地測量に先立って説明会を開催し、その中で国道３５４号に右折レーンが必要になる旨の説明をする

など、周知に努めてまいりました。新規事業が着手となりました平成１６年８月には事業説明会を開

催し、平面図に道路計画線を明示して影響範囲について説明し、現在補助事業を進めているところで

ございます。また、国道３５４号の右折レーンにつきましては、３５４号バイパスが供用された後の

交通量を予測、算定して伊勢崎土木事務所や公安委員会と協議を進めた上で、道路設計を進めてきま

した。国道３５４号バイパスが高崎駅東口まで供用した現在でも、交通量は激減とまで至っておりま

せんし、伊勢崎方面も供用した後につきましても交通量が激減するとまでは予想しておりません。交

差点の安全性を図る上で、右折車線は必要と考えております。 

 係争中の町税滞納者との和解問題の裁判について再度問うということでございます。和解問題の裁

判についての質問にお答えいたします。今回いただいた質問に関しては、平成２３年６月に開催の第

２回議会定例会において同様の質問を受けており、既にお答えしているところでございます。そのと
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きの答弁を概略すると、町の滞納処分による預金差し押さえは適法に行われ、司法の場においてその

正当性が認められており、当町の滞納処分の手続に対する考え方は従来と変わっていないと申し上げ

ました。現在係争中の住民訴訟において、町から裁判所へ提出した書類の中でも、前回の滞納処分取

り消し訴訟に関して町が実施した町税滞納者の預金差し押さえは国税徴収法や憲法に違反していると

いったことは、町は一切認めておりません。また、この裁判の代理人であります担当弁護士に確認を

とっても、違反をしていると認めたことは一切なく、前回裁判の主張を１８０度転換したのかの質問

に対しては、何ら変更していないということでございます。 

 次に、中学校の武道場の町民への開放についてでございますけれども、これは教育長のほうから回

答させていただきます。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君登壇〕 

◇教育長（新井道憲君） 中学校の武道場の町民への開放ということについてお答え申し上げます。 

 玉村町における社会体育の普及のため、学校教育に支障のない範囲内で、学校開放として既に一般

町民へ開放しているところであります。玉村中学校においては、全面改築に伴い体育館と併設して２階

に武道場が整備されておりまして、既に利用団体があるとのことでございますが、南中学校では今年

度、ことし単独で整備され、昨年度末竣工以来、まだ利用希望者がないと聞いているところでありま

す。希望があれば、玉村中学校と同様に施設の開放に関する規則に準じて開放する準備はできており

ますので、有効に活用いただければと考えております。 

 なお、生徒が使用しない時間帯に使用させていただきたいとのことでございますが、使用時間につ

きましては学校で使用する場合を除き、平日においては午後７時から１０時、休日においては午前９時

から午後１０時となっております。両中学校の武道場を社会開放することにより、町の柔剣道など格

技の普及の拠点として役立てていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） それでは、本席から質問を続けます。 

 まず、最初の国道３５４号線のことですけれども、平成５年に右折車線を決定すると決めたと、当

時の３５４号線を通る車両の交通量、１日平均何台だか、お尋ねします。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） 平成５年当時の交通量につきましては、今ありません。ただ、この

事業を行いました平成１６年当時の交通予想量は１万４，７００台でございます。 

              〔「もう一回」の声あり〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） １万４，７００台でございます。 
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◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 現在の交通量は。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） 直近の交通量調査につきましては、伊勢崎土木のほうもまだ行って

おりません。一番近くの交通量、平成２２年度に道路交通センサスを行っております。その交通セン

サスの結果が約８，０００台でございます。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） そうしますと、平成１６年に比べますと約半分に減ったと、これは激減です

よね、はっきり言って。先ほど町長は激減まではいかないと。 

 次、東毛広域幹線道路が４車線で全面開通した後の３５４号線の交通量はどのように見積もってい

ますか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） 正確に文書等で伊勢崎土木のほうから来ているわけではございませ

んが、口頭上では２万台ということで報告を受けております。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） そうすると、またふえるということですか、３５４号線を通る車両数が。そ

れはバイパスを通る車でしょう。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） 一般の３５４号線の、要するに予想ということでございますが、そ

れは予想はしておりませんが、激減とは考えておりません。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 何台ぐらいと考えていますか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） 予想はしておりませんので、今申し上げましたとおり２２年が

８，０００台ということをもとに、予想はしていただければというふうに考えます。 
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◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 私は、また現在の平成２２年度が８，０００台というけれども、その半分以

下になると思います。なぜそんなこと言うかというと、私は太平人がうちの分家ですから、あそこに

行って雑談したり何かしているのですけれども、最近は非常に車が通らなくなったという話をするの

です。 

 そこで、課長に言いますけれども、東毛広域幹線道路４車線開通後の台数が大体これぐらいだと予

想せずに、この右折車線が必要だなんていうのは、僕はわからない、そこら辺はしっかり詰めて、そ

れでやるべきではないですか、平成２９年度には開通するのだから、４車線で。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） その辺の予想は立てておりません。ただ、現状としまして今現在の

７丁目の交差点のほうを見ていただきたいというふうに考えております。今現在の７丁目の交差点の

３５４号線のほうの右折ラインは、今現在ないわけであります。その中でも、かなりの朝晩の渋滞は

激しく起こっております。そういうところを見ていただければ、将来的に５丁目のほうもつくって、

バイパスのほうができたとしましても、右折ラインをつくってよかったのだというふうに思っていた

だけるというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） ７丁目の話が出ましたから尋ねますけれども、今この太平人の近くの人たち

に聞く、あるいは川井の人たちに聞くと、そうすると７丁目のあの交差点に何で右折車線を設けない

のだと、それで多分利用価値が少ないだろう５丁目のところに右折車線をつくるのだと、こういう話

をよく聞くのです。あそこの７丁目の交差点は、なぜ右折車が多いかというと、皆さんよくわかって

いますよね、役場があると、葬儀場もあると、それから勤労者センターもあると、いろんな施設があ

そこを右折して入ってくるわけです。だから、町民の皆さんがあそこに右折車線をつくってもらいた

いというのはよくわかる。だけれども、５丁目のところに何かつくって喜ぶ町民は余りいないのでは

ないですか、しかも利用者は必ず少ないと思います。その点についてはどうですか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） 必ず少ないとは決して思っていませんので、その辺の答弁は先ほど

と同じでございます。 

 それから、７丁目につきましては、今現在は伊勢崎土木のほうは広幹道のほうを一生懸命開通のほ

うをやっております。その後について考えるというようなことも言っておりますので、これからも引
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き続きあそこの交差点改良のほうの要望はしていきたいというふうに考えております。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） それで、私はそこを言いたいのです。東毛広域幹線道路が４車線で開通した

後に、国道３５４号線を通る車の数、しかもそのころには斉田・上之手線も通っていると思います。

きのうの笠原議員の質問に答えたのを見ますと、２９年度ぐらいにはどうにか斉田・上之手線も通る

でしょう。そうすると、その時点でどれぐらいの交通量があるのだと、国道３５４号線に。そこを右

に曲がる車は何台あるのだと、右折車線がないから渋滞で困るというならつくることにしたらどうで

すか。それを見ないで、具体的に何台ぐらい通ると予想もしないで、抽象的な言い方でつくられたこ

とにはもう目も当てられない。５丁目の交差点の右折車線つくるのに幾らかかりますか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） 幾らかかるかという話は、あそこの交差点のみで積算のほうは今の

ところしてありませんけれども、先ほどから申し上げているとおり、あそこを後で交差点をつくれと

言われても、後からつくるというのがどれだけ大変かということは、７丁目の交差点の中でも、住民

の皆様も町当局も県も、みんな承知しているというふうに考えております。何台右折するからあれが

必要だとかという、そこまでの細かい議論ではなくて、今の７丁目のほうの現状をよく見ていただい

て、あれを今やらなかったら、これからやれと言われても相当な時間がかかってしまうということも

予想されますし、より多くのお金がかかるというのは、もうこれは間違いのない話だと思います。ぜ

ひ今の状況の中でつくっていきたいというふうに考えております。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 具体的な数字も述べられない、平成４年８月時点で４回ぐらいいろんな意見

を聞いたと、それで必要だと言われたと、それだけでずっと押してきたと、平成５年から何年たって

いますか、２０年たったのですよ。この時代の変化というのは、やっぱりよく検討すべきです。 

 それで、町民の税金を使うのですから、国民の税金を使うのだから、もっと数字を挙げて、交通量

はこれぐらいになりますと、だからこれぐらい渋滞になるから右折車線どうしても必要なのだと、そ

ういう理論的に言わなければ町民の皆さん納得しませんよ、町長どうですか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） ３５４は国道でございますし、これから旧道になるわけでございますけれど

も、今までの経過の中で右折車線は、これはないほうがいいという議論はないのではないかなと、県

のほうもそういう形で設計をしてくれてやっておりますので、３５４バイパスが４車線になれば、車
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が今よりふえることはないと私は思っております。ただ、いろんな町を見ても、バイパスができたと

きは一たんは減りますけれども、ほとんど１７号なんかもそうですけれども、関越道ができたときに

１７号は大分減りましたけれども、もう今は前と同じ、前以上に車が通っているというのが現状でご

ざいまして、町の中を車が、できるだけ大型車両はあそこを通らずに、バイパスのほうに回っていた

だきたいなと思っておりますし、ただ玉村の町の中ですから、今よりふえることはないと思いますけ

れども、これが激減するかふえるかというのはみんな予想でございまして、現在あるのを基準にして

考えていくのが正しいのではないかなと思っておりまして、県のほうで右折車線をつくって道路改良

するということでございますから、あえて地元とすれば、それの形でやっていただけるのが私はいい

のではないかなと思っています。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） では、先ほども言いましたけれども、確認をしますけれども、７丁目の交差

点に右折車線をつくる、それを５丁目の右折車線をつくるよりも優先しろと言われたら何と答えます

か、町長。 

◇議長（浅見武志君） もう一度お願いいたします。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） ７丁目に右折車線をつくると、こういう意見が非常に多いのです。だから、

５丁目の交差点に右折車線をつくるよりも、７丁目の交差点に右折車線をつくるのを優先してもらえ

ないかと言われたら、何と答えますか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 全然比較する材料にはならないのではないかなと思います。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 私は、町民はできると思っているのです、比較できると。だから、５丁目に

交差点をつくるよりは、７丁目につくってもらいたいのだと。なぜならば、７丁目の交差点は右へ曲

がる車が多いのです、何せ役場もあるのだから。まず役場があるでしょう、いろんな手続に来る、多

いではないですか。お葬式もあります。毎日のようにお葬式あるではないですか。それで、町民の皆

さんは７丁目の交差点を右へ曲がって葬儀場のほうへ来る人が多いのです。南のほうの人、東のほう

の人は。いいですか。そのほかに郵便局もあると、勤労者センターもあると、農協も四季菜館もある

と、野菜の買い物なんかも来ると、こういうことなのです。だから、７丁目の交差点のほうが町民に

とっては、あそこに右折車線を設けてもらいたいという人が多いと思います。うそだと思ったらアン

ケートとってみたらどうですか。いかがですか、だから７丁目の交差点に右折車線をつくることをぜ
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ひやってもらいたい、５丁目よりも。どうですか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） 先ほどから申し上げましているとおり、７丁目の交差点の改良のほ

うは引き続き、国、土木のほうに要望をしてまいりたいということは先ほどから言っているとおりで

あります。５丁目のほうは、斉田・上之手線の中の南北の交通をスムーズにさせる中の国庫補助事業

としまして、右折ラインが必要になるということで東西の３５４の改良もあわせて必要になるという

国庫補助事業になったということであります。その辺をよく理解していただきまして、あそこを７丁

目の交差点を、今単純に右折ラインをつくるから国のほうに補助事業として認めてくださいというこ

とを伊勢崎土木事務所のほうが持っていくことは、先ほども申し上げましているとおり３５４のバイ

パスのほうを開通してから、そちらのほうに取りかかるというスタンスでありまして、ちょっと私も

実情を見ていただきたいということで７丁目の交差点の例を挙げただけの話でありまして、斉田・上

之手線の事業とそれを今ここで一緒に議論するということは、ちょっとまた違う角度で議論していき

たいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） よろしくお願いされないよ。無駄なことはやるべきではないのだよ、税金で

みんなやるのだから。僕そう思っているのだよ、だからしつこく言うのです。実際に東毛広域幹線道

路が４車線で開通すれば、３５４号線を通る車は減る、激減する、間違いない。新町見てみればわか

る、１７号バイパスできたでしょう、あの新町の旧道、中の道、もう車なんかろくに通っていない。

１７号はどんどん通っている、そうでしょう。そういうふうに変わるのです、時代が変わっているの

だから。しかも、東毛広域幹線道路というのができるのだから、高崎に行く人なんかみんな最初から

東毛広域幹線道路通りますよ、この旧道通るなんていう人はほとんどいなくなると思う。そういう時

代の変化をよく考えるべきです。 

 それで、町民、国民の税金でやることだから、無駄は省くべきです。八ッ場ダムだってあんなに問

題になったでしょう、途中からだってそうなるの。僕は、柔軟に物事は考えるべきだと思う。そうい

う考えについて、町長どうですか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 税金ですることでございますから、無駄なことをするということは、私は余

りしたくない。これは、同じ意見でございます。ただ、この問題とそういう問題とはまた別でござい

まして、だから今の中では無駄であるとは考えていないし、やはり一番右折レーンというのが７丁目

も必要だし、あれば非常に車にとっては楽であるということには違いないと思っております。 
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◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） それは、あれば便利かもしれない。しかしながら、困る人もいる。うちの分

家の、はっきり言いますけれども、町田酒造店です。あれを７５センチぐらい下げろと言われている

と。社長は何と言っているかというと、富士子さんは、きのうも言いました。こんな古いうちを７５セ

ンチぐらい下げろと言ったって、下げられないのではないかと、いや、そんなことないと、今の技術

をもってすれば下げられると思いますよと、そういう話をしたら、下げるぐらいならもうぶっ壊して

しまうと、それで息子のところへ移ってしまうなんていう話をゆうべしました。それで、この太平人

の母屋の建物は、あの例幣使道、３５４号線の一つの古い建物として、いろんなところに利用されて

います。昔の小松屋の赤れんが、今は桐信の赤れんがですけれども、あれと同じです。玉村町例幣使

道の中の一つの古い建物として貴重なものだと、そう私は思っています。 

 それで、ましてやあの町田酒造店は、伊勢崎、佐波で昔ながらの酒のつくり方でつくっているのは

町田酒造店しかありませんから、伊勢崎も一店もありません。玉村町の井田さんのところだってふじ

泉だって、あれはあそこでつくっていませんよ、高崎市のほうにお願いして、ラベルだけ張ってある

だけです。そういう私に言わせると、まちづくり玉村塾の皆さんもジャズやったり、酒蔵でやってい

ますけれども、あれをみんな壊してしまうとなれば、さっきの観光の話ではありませんけれども、一

つの玉村町の歴史的な遺物が、遺跡がなくなってしまうと。こういう価値もあると思うのですが、そ

れについてはどう考えますか、町長。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 町田酒造店は、現在佐波、伊勢崎で唯一の酒づくりのお店でございます。で

すから、この店を残すというのは我々にとっても非常に重要でございますし、私もあの店を今後も残

して、玉村町にある町田酒造店ということで営業していっていただきたいなと思っております。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） そういうものがなくなるのです、やってみな。右折車線つくるので、下げる

と、下げてもらいますと。下げないなら強制執行でやるなんてやってみてくださいよ、なくなってし

まうから。それでもやるのですな。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） 町田議員さんの一般質問の中で、その話が出てくるとは私はちょっ

と予想していなかったものですから、今初めてその質問が出てきたので、お答えさせていただきます

けれども、そういう個別な案件につきましては、十分私どもも地権者の方々とお話をさせていただい
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て、解決ができるものにつきましては解決していきたいというスタンスは持っておりますので、その

辺は余り極端な、やれるものだったらやってみなみたいな形のことは言わないで、我々もそれを全く

やらないということを言っている、一言も私も言った覚えもありませんし、そういうことは個別の案

件としては当然お話をさせていただきまして、できるだけできる限り両者の納得のいくところで話の

折り合いをつけていくというのが、一番大事なことではないのかというふうに私は思っております。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 実はこの町田酒造店の話は、７年ほど前にまちづくり玉村塾の会合があった

のです。たしかあれ５丁目公民館だったかな、それで町田酒造店の社長に、町田さん、参加して意見

述べてもらいたいという話があったのです。当時は、県庁から玉村町役場に出向している松岡さんが

その担当でした、もう帰りましたけれども。それで、そこで私は激論したのです。それで、余り生意

気なこと言ったから、おれは議員なんだぞと、議員に向かって何だという話をしたことがあるのです

けれども、それ以来の話なのです。それで、大体もう酒造店は動かさなくていいのかなと思っていた

のです。そうしたら、また話が持ち上がってきて、何日か後に調査に来ると、こういう話でした。役

場の人はだれが行っているか知らないけれども、動かすならつぶしてしまうと、つぶしたいのだとい

う話はしてあるはずです。それは課長、聞いていますか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） その話は少し聞きましたけれども、我々としましてはぜひそういう

話をする前段の段階で、何か解決策がないかということで調査をさせてくださいということで、本人

から調査してもいいですよというような了解は得ましたので、これから調査を当然行いまして、その

話につきましても詰めていくということであります。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 先ほどからその言葉を強くして言っていますけれども、要するに玉村町の歴

史的な建物とか、そういうのは残したいと、それから税金の無駄遣いはすべきではないと、いいです

ね。町民の希望しているところを優先的にやってもらいたいと、この３つが私は５丁目の交差点に右

折車線をつくらないで、７丁目に交差点をつくるべきだという根拠なのです。過去は過去であったで

しょう、斉田・上之手線とパックで５丁目に右折車線をつくるということで、過去はそういうことで

あったかもしれないけれども、道路の状況が変わっているのですから、東毛広域幹線道路ができると。

その後どれぐらい３５４号線を通る車両の数があるのか、５丁目の交差点を右に曲がる車があるのか、

それを調査した後にどうしても必要だというのなら、その後つくったらどうですか、何年も待たなく

ていいのだから。斉田・上之手線だって、すぐことしできるわけではないでしょう、あと２年やそこ
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らかかるのではないですか、どうですか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） まず最初に、あそこは、７丁目の交差点につきましては県道と国道

が交差している部分であります。これは、国道は３けたの国道であります。また県道でありますので、

伊勢崎土木事務所のほうの施行ということで、町のほうは要望をしていく立場であります。 

 今回やろうとしている５丁目につきましては、斉田・上之手線につきましては町道でございます。

町道の新設をするために、国道３５４の交差点の改良が必要になったというような事業で、そこは国

庫補助が認められたということであります。そういう町は当然そこが必要だと思いまして、その必要

性を国に申し上げまして、補助事業としてやらせていただいております。何年までにできるかという

話ですが、今平成１６年から始まりまして、９年が経過をしております。９年というのが今年度、平

成２４年度でございます。２４年度で計画をしましたが、議員がおっしゃるとおり今の状況ではまだ

開通できません。あとこれを３年間程度延ばそうというようなことで、県と協議に入っているところ

であります。３年になるか４年になるかはまだわかりませんけれども、そういうことで協議をしてお

りまして、目標としましては３年ということになれば、３年後が開通の目標ということであります。

何とか、まずは南北のほうを町としては抜きたいということで考えております。３５４につきまして

は交差点の改良でありますので、若干のおくれは、これは最終的には単独費でやっていく可能性もあ

るかと私は思っております。何しろ東西のほうをまず開通をさせて、蛭堀に落とす排水路の関係もあ

ります。それから、玉村小学校の広幹道を渡って歩道橋を渡るところの歩道の設置につきましても、

何とか広幹道の開通に間に合わせてそこを渡すというふうにしないと安全性が図れないということが

ありますので、そういったことで、まずは南北のほうの開通を、３年後をめどに今のところ考えてい

るということであります。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 南北を優先でつくると、これは大賛成です、つくったほうがいいと。ただ、

５丁目に右折車線をつくることについては、あと何年もないから、３年後にできたら、あと２年間待

てばいいのだから。それぐらいのことは、県でも国でもわかってくれるはずですよ、絶対わかると思

う。それでいいよ、答えなくていいから。それぐらいのことを交渉できないようでは、もう町長以下

落第だよな。まあいいでしょう、次の質問に移ります。 

 係争中の裁判についてですけれども、原告は、原告石川純男さんと天田精一さん、何と言って裁判

をしているかというと、貫井町長が実施した町税滞納者の預金差し押さえは合法的なものでありと、

貫井町長は収税の義務を果たしたにすぎないと、それにもかかわらず和解金を払ってまで和解したこ

とは町に損害を与えたことになる、よって貫井孝道は町に賠償せよと、こういうことで裁判している
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のですね、いいですか。これに対して、今の貫井孝道氏の代理人はどんなことを言っているかという

と、町が町税滞納者の預金を差し押さえたことは国税徴収法第７６条、あるいは憲法第１３条、２５条

に違反し、町税滞納者の生存権を奪ったおそれがある。こういうことで、前回裁判において町税滞納

者が裁判所に提出した乙１鑑定所見書、これは北野弘久さんという人が書いたものです。及び乙２鑑

定書、浦野広明さんという人が書いたものです。これを裁判所に提出したのです。要するにこの鑑定

書を見れば、貫井町長が町税滞納者の預金を差し押さえたことは、今言った法律に違反すると、町税

滞納者の生存権を奪ったおそれがあるのだと、こういうことを言っているのです。さっきの答弁と町

長の答弁は全く違います。 

 そこで聞きます、もう一度確認するから。被告貫井孝道氏は、前回の裁判における貫井町長の主張

を１８０度転換したのかどうか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） さっき答えたとおりでございます。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 要するに貫井町長が町税滞納者の預金を差し押さえたことは合法的なもので

あると、こういうことでよろしいですか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 先ほど述べたとおりでございます。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 確認をしているときには、もう一度答えてください。先ほどどのように答え

ましたか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 国税徴収法が違法であるということは一切言っていないということでござい

ます。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） では、なぜその鑑定書などを提出させたのですか、代理人に。 

              〔「議長、答えてください」の声あり〕 
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◇議長（浅見武志君） 休憩いたします。 

   午後４時１分休憩 

                                         

   午後４時３分再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 総務課長。 

              〔「違う、町長に聞いているのだ」の声あり〕 

                                         

◇議長（浅見武志君） 休憩いたします。 

   午後４時３分休憩 

                                         

   午後４時４分再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 総務課長。 

              〔総務課長 重田正典君発言〕 

◇総務課長（重田正典君） 今回の裁判の内容の和解に関する要素の一つの説明資料として提出した

ということでございます。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 和解の問題に関して、町はこのように考えているということであれ出したの

だよ、鑑定書だよ。 

◇議長（浅見武志君） 総務課長。 

              〔総務課長 重田正典君発言〕 

◇総務課長（重田正典君） 要するに和解をするに当たる行動を示すための内容の一つですから、こ

ういう考えもありますよという中のものを前回の裁判の資料として、それを提出したということでご

ざいます。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） その鑑定書等は、前の裁判では町税滞納者が出したのだよ。どういうことか

というと、町の町税滞納者の預金差し押さえは違法だというのを証明するために出したのだよ、それ

を今度は貫井孝道氏の代理人が出したのだよ、いいですか。要するに貫井町長が町税滞納者の預金を
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差し押さえたことは、先ほど言った国税法何条、憲法１３条、２５条に違反していると、そのことを

書いたのを今度は出している、今の裁判で。いいですか、そのことを言っているのだ。要するに前の

裁判では、町税滞納者は町が実施した町税滞納者の預金差し押さえは違法だという証明のために出し

たのだよ、それを今度の裁判で出していると、こういうことです。それが理解できないのだよな、ま

あいいや、もう一回言うから。 

 では、次のことを言う。先ほどの最初の答弁で町長は、町が実施した町税滞納者の預金差し押さえ

は合法的なものだと思っていると、簡単に言うとそういうことを言いました。それなら、原告が主張

しているのと同じなのだよ、原告は町税滞納者の預金差し押さえは合法的なものだと言っているのだ

から。石川純男さんも天田精一さんもそう言っている、弁護士もそのとおり述べている。そうである

なら、両方の意見は一致しているのだ。だから、それなら町の実施したことは合法的なものになるの

だ、和解金を払ってまで和解することはないではないかと、それを和解してしまったのだ、和解金払

って。それが、ぐあいが悪いと石川さんと天田さんは言っているわけです。だから、町長は合法的な

ものだと主張するなら、６２万円、貫井孝道氏は玉村町に賠償すればいいのだ、どうですか、その考

えについて。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 訴えられているのは町長貫井孝道で、被告貫井孝道ではないのです。今民事

裁判では、訴えたほうは原告、訴えられたほうは被告でございまして、被告人とは言いません。訴え

られたのは貫井孝道ではなくて、町長貫井孝道なのです。これは別人なのです。人格があるのです。

だから、それを間違わないでください。私は、和解をしたことは間違いないことだし、なぜ和解した

かというのは十分に皆さんに説明をしておりますし、今裁判で係争中でございますから、私は町長貫

井孝道がやったことに対しては、一切間違いはないと思っていますし、これは裁判がまだ結審してお

りませんので、裁判で結審が出れば、そのときには白黒はつくのではないかなと思っています。だか

ら、町田さんに言われてどうのこうのということではないと思います。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） そこまで知っているのなら、原告、被告、貫井孝道氏と貫井町長の関係、原

告、被告の言葉遣い、そこまで知っているならさっき言った鑑定書の問題なんかよく知っているので

しょう、知っているはずだよ。それを答えないというのは、町長はずるい人だと思うな、そう思いま

す。 

 最後に言います。国民には、納税の義務があります。国及び地方公共団体には収税の義務があると、

税金を納めさせる義務があるのだよ、それはみんな知っていると思うのだよ。そこで、もしも貫井町

長が町税滞納者の預金差し押さえが合法的なものであると考えていたならば、町税滞納者と和解した
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ことは地方自治体の首長、すなわち町長としての収税の義務を怠ったことになると、それこそ義務違

反になると思うけれども、町長いかがな考えですか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 今の世の中というのは、簡単にはけんかというのか、あります、いろいろ。

だけれども、このけんかをして、仲良くなってはいけないという法律はないのです。けんかをした同

士が、後で話し合いをして仲よくなって、それが悪いということはない、お互い同士が了解をすれば

いいわけでございまして、そのやり方もいろいろあると思いますけれども、それはこの裁判で決着が

つくと思いますし、お互い同士がそういう形でなったとすれば。義務違反、税金を取る義務もありま

す。また、町長として税金を猶予する義務もあるし、減免をする義務もある、いろんな要素がありま

す。いろんな要素の中で、そういうことが行われたということでございますから、議会の皆さんにも

了解を得ておりますし、今回の選挙でも、あの問題はさんざん中傷文的に流されましたけれども、選

挙の結果はああいう結果になったわけでございます。町民は了解をしてくれたと私は感じております。

そういう中で、裁判がまだ残っておりますし、裁判で決着がつくと思いますから、ここで私と町田さ

んがどうこうという問題ではないと私は考えています。 

◇議長（浅見武志君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） けんかをしたって仲よくすることはあると、それは幾らもあるけれども、そ

の程度の考え方でこういう重大な問題を、金を払ってまで和解をするということでは、余りにも考え

方が浅はかだと思います。よく考えてください。 

 最後に、中学校の武道場のことですけれども、既に玉中では使用していると、南中は今のところ希

望者がないと、こういうことですか、ぜひ手続を広報なりなんなりでしてください。使う場合はこう

いうぐあいにやりますと、それで町民の皆さんに周知をしていただきたい。よろしくお願いします。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

                      ◇                   

〇散  会 

◇議長（浅見武志君） 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これにて散会といたします。 

 なお、６月９日から１４日までを休会とし、１５日午後２時３０分までに議場へご参集ください。

ご苦労さまでした。 

   午後４時１３分散会 
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